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午後１時２８分開会 

○石毛かずあき委員長 これより文教委員会を開会

いたします。 

 

           ◇            

 

○石毛かずあき委員長 最初に、記録署名員を２名

私から御指名いたします。 

  鹿浜委員、水野委員にお願いいたします。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

           ◇            

 

○石毛かずあき委員長 それでは、請願・陳情の審

査に移ります。 

  （１）５受理番号１４ 医療的ケア児及びその

家族に対する支援等の拡充と新たな支援施設を求

める陳情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関は何か変化ありますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 変化なしと認めます。 

  それでは、質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○長谷川たかこ委員 先日も当事者の方ともよくお

話はしているのですけれども、早急に学童の入室

をお願いしたい、環境整備をお願いしたいという

お話が入っておりまして、調査をされるというこ

とでしたけれども、進捗状況を教えてください。 

○学童保育課長 学童保育課としまして１０月２２

に練馬区の大泉学園にあります大泉桜学園ねりっ

こ学童クラブというところに視察に行ってまいり

ました。 

  今後の方針につきましては、今年度中にまとめ

て報告する予定でございます。 

○長谷川たかこ委員 今年度中というのは３月まで

の間に御報告いただくということですか。でもそ

うすると結構かなり後手後手になってしまうので、

早急にでも実施していただきたいという御要望な

ので、その視察内容というのも、できれば来月ぐ

らいまでにはまとめて御報告いただきたいのです

けれども、いかがでしょうか。 

○学童保育課長 報告につきましては今年度中にま

とめたいと思っております。ただ、それに先立ち

まして、該当の児童保護者とは調整を今始めてい

るところですので、その状況も併せまして報告を

したいと考えております。 

○長谷川たかこ委員 ということは、既に当事者の

方と伴走型でこれからどうするかというところで

詰めているというところで、来年度からは設置が

可能かなというところまでいくと解釈してよろし

いでしょうか。 

○学童保育課長 現時点で確定とはお伝えできない

のですけれども、そうできるように今調整をして

いるところでございます。 

○長谷川たかこ委員 本当にこれは早急にやってい

ただきたいという思いです。実際に今まで過去そ

ういう方もいらっしゃったというお話も聞き及び

ますので、今きちんとつくっていただければ今後

の方々もそれに付随してその支援に乗ることでき

ますので、早急な形で御支援の方、新体制を構築

するということで強く要望いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

 それでは次に、各会派から意見を求めます。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員 学童保育の入室状況も含めてし

っかり精査していきたいので、継続でお願いしま

す。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いいたします。 

○石毛かずあき委員長 本件は継続審査とすること
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に賛成の方の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定をいたしました。 

  次に、（２）５受理番号１５ 不登校の子ども

たちや発達障害特性のある子どもたちとその保護

者に対する適切な支援等の創設を求める請願、ま

た、（３）６受理番号３ 不登校支援事業の抜本

的な支援拡充を求める請願、以上２件を一括議題

といたします。 

  ２件とも前回は継続審査でありました。 

  また、報告事項の（４）チャレンジクラス（不

登校対応校内分教室）の設置に向けた検討につい

てが本請願と関連しておりますので、併せて執行

機関に説明を求めます。 

○教育指導部長 資料の１７ページをお開きくださ

い。 

  チャレンジクラスの設置に向けた検討について

御報告させていただきます。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  東京都におきましては、令和６年度からチャレ

ンジクラスというのを試行的に広げてきている状

況でございます。 

  今般、令和１０年度に各地区１校設置できるよ

うにということで方針が示されましたので、足立

区としては１０年を待たずに、令和８年度のチャ

レンジクラス設置に向け、急遽準備を進めている

状況でございます。 

  チャレンジクラスというのは、定義は書いてあ

りますけれども、いわば不登校対応の固定学級を

中学校の中に一教室設置するといったイメージに

なります。特徴といたしましては、記載のとおり、

学習指導要領に準じた形で、独自の教育課程を編

成することが可能であるということになります。 

  表の中でチャレンジ学級やあすテップ等々の比

較を示しておりますけれども、チャレンジ、あす

テップというところは、教育課程というよりは、

その子の状況に応じた教材を使いながら学びを支

援しているところでございますけれども、チャレ

ンジクラスになりますと、そこで独自の教育課程

に基づいた学習が進められるという形になります。

これに合わせて、チャレンジクラス単独で修学旅

行や移動教室の実施も可能となってくるというメ

リットもあります。また、正規教員が４名から６

名加配で就くというのが非常に大きなメリットで

あると捉えてございます。 

  １８ページの項番２でございますけれども、チ

ャレンジクラスの利用のイメージ図を示しており

ます。後ほどの２０ページの項番６のところで、

江戸川区の篠崎中学校を視察してきた結果を記載

しておりますので、そちら後ほどお目通しいただ

ければと思うのですが、そこで分かった一つの結

論といたしましては、ＳＳＲとチャレンジクラス

の併設が必須であるということでございます。ま

ずはＳＳＲに落ち着いて通える状況になって、そ

の子がまた新たに学びの意欲が高まってきたら、

チャレンジクラスの入級を認めるといった形にな

ります。この入級審査は学校でなく、区が主体と

なって行うという形になります。 

  場合によっては、やはり学びがその子によって

はなかなか厳しくなってくるという状況になれば、

一旦退室をしてＳＳＲに戻って整え直すといった、

行ったり来たりということも想定されます。 

  チャレンジクラスはＳＳＲと明確に違いますの

で、出席をマストとしていきます。なので、出席

率は一定の基準を設けて、出席率が下がるようで

あれば一旦ＳＳＲにということで、きちんとメリ

ハリを付けて、チャレンジクラスの存在意義をし

っかり確立していくといったイメージでおります。 

  項番４でございますけれども、チャレンジクラ

スは区内で 1校になりますので、一定の要件の下

で、表のある７校の中で検討を進めてきました。

加配の教員の数が一定の必要な人数ということで

あると、１３学級以上であることが一番望ましい
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ということで、それと来年度ＳＳＲが設置が予定

も含めてあるということが見込まれる学校という

ことで進めてまいりました。様々、学校の様子を

見ながら検討してまいりましたけれども、都の方

から要件を求められているのは、ある程度受入れ

体制があるということでほかの生徒との動線の区

分けができるところ、あとは一定の不登校の出現

率が求められている、この２点の要素から、私ど

もとしてはこの中で十一中が一番ベストと考えて

おりますので、十一中での開設に向けて準備を進

めていきたいと考えているところでございます。 

  今後のスケジュールにつきましては、都への申

請とともに、この仕組みを確立していきながら、

当該校への生徒、近隣の小学校卒業予定者も含め

て、このあたりの説明をしながら、まずは４月の

開設に向けて準備を進めていきたいと考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○石毛かずあき委員長 それでは、質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○長谷川たかこ委員 チャレンジクラス、とても画

期的だなと思うのですけれども、東京都が補助金

を出すということですが、そもそもこれは国の方

からのお話もあったものなのでしょうか。 

○不登校政策推進担当課長 チャレンジクラスの制

度の仕組み自体が東京都が独自で制度設計してい

るものなので、東京都からのお話になります。 

○長谷川たかこ委員 おおよそ都としてはどう考え

ているのか、何年ぐらい続けて、その後は各自治

体にどれぐらいの予算を配分して継続的にやると

か、そういう具体的なお話というのは最初の段階

であったのでしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 現時点で当課が示され

ている内容としましては、各区に１校というとこ

ろで聞いております。現在の開設準備に当たって

の補助金につきましては、開設初年度というとこ

ろで、今後の補助金等々についてのスキームにつ

いては、現在示されてはいないような状況でござ

います。 

○長谷川たかこ委員 示されてない状況で、今後こ

の事業がいいと思うのですけれども、この事業を

継続したい場合には、各自治体が自主財源で校数

を増やしていくものですか。 

○不登校政策推進担当課長 今回のチャレンジクラ

スの大きなポイントとしましては、都の正規教員

が加配されるというところになるかと思います。

都の加配教員というところがまずチャレンジクラ

ス、都が示しているところで１校のみというとこ

ろですので、２校以上の展開というところでは、

都の状況でありますとか、チャレンジクラスを運

用してみてというところで検討の方はしていきた

いなと思います。 

○教育指導部長 補足ですけれども、１，０５０万

円の補助経費ですけれども、環境整備費というこ

とで、例えば個別の学習ブースを設置したりです

とか、間仕切りを設置したりですとか、それのイ

ニシャルコストでございますので、運営経費とし

ては特段今後は掛かっていかない、加配の教員が

就くというところが非常に大きなメリットである

ということでございます。 

○長谷川たかこ委員 そうすると今後これを横展開

していきたいときは、東京都の方もきちんと事業

化していただき、加配教員をきちんと就けると考

えを示していただかないといけないのですけれど

も、来年度のこと考えると、こういうのは前倒し

でいつぐらいにそういう話合いになっていくので

しょうか。 

○教育指導部長 都としても１０年度には全地区に

つくると言っているので、これをいきなりやめる

ということは私ども当然考えておりませんけれど

も、先々論点になっていくのが、これが定着して

いったときに、地区内に２校目、３校目をつくっ

ていくのかとか、そういった論議になっていくの

かなと思っておりますが、始めて数年で終わると
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いうことは私たちの立場としては考えてございま

せん。 

○長谷川たかこ委員 都の方でこういう御提示いた

だいて走り出すということは、1 年で終わりでは

なくて数年のスパンの中でやるという共通認識で

いるということでよろしいですか。 

○教育指導部長 私どもの受け止めとしてはそのと

おりでございます。 

○長谷川たかこ委員 これは中学で本当にきちんと

やらなくてはいけない学年だと思うのですけれど

も、これを小学校でもやったらすばらしく効果が

出て、中学校のこういうお子さんたち、学力とか

の部分もかなり掛かってくると思うのですが、そ

の部分で救われるお子さんたちがかなり出てくる

のではないかと思いますが、区の方では、今後こ

のビジョンを見て、小学校版とかもそういう視野

でいらっしゃるのでしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 今回都から提示されて

いるのは中学校というところで、ＳＳＲですとか、

あとはチャレンジ学級との大きな違いは、やはり

都の正規教員が就くというところになります。 

  小学校の方につきましては、まだ都からビジョ

ンというところが示されておりませんので、そう

いった東京都の状況ですとか、実際に中学校の方

で令和８年度からやってみてというところで、総

合的にまた課題の方★★としていきたいと考えて

おります。 

○長谷川たかこ委員 ここで一番効果として見い出

されるのは学習支援なのかなと思いますが、区と

してはどこら辺の底上げを考えていらっしゃいま

すでしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 長谷川委員御発言のと

おり、こちらのチャレンジクラスの大きなポイン

トというか効果としましても、出席率の改善であ

るとか、学習の定着というところがあるかと思い

ます。学習の定着というところで言えば、例えば

個別学習であるとか、学習の進度に応じた習熟度

別というところでの展開というものを考えていま

す。 

○長谷川たかこ委員 そうすると、やはり個々の学

力に合わせた学習進度というものを手厚くここで

されるということでよろしいですか。 

○教育指導課長 このクラスでは、基本的に個々に

応じて教員がその実態に応じて個別指導するとい

うのが基本だと考えております。学び直しも含め

て手厚くやっていくことで効果が出ると考えてご

ざいます。 

  以上です。 

○長谷川たかこ委員 では、学び直しと個々の子ど

もたちの自尊感情が底上げされるような、是非そ

ういう支援になるように期待したいと思いますの

で、そこら辺を重点的にお願いいたします。 

○水野あゆみ委員 私もチャレンジクラスについて

お伺いをします。 

  チャレンジクラスの定義が不登校の子どもたち

の支援というところですので、不登校になってか

らチャレンジクラスに行かせたいと保護者や生徒

も思うのかなと思うのですが、そういった上で、

６割以上の出席というか、こういったところを求

めていく入級審査で、そこを審査していくという

ことなのですけれども、本当にずっと不登校にな

っている子どもたちには門戸が開かれないのかな

と思うのですが、この辺についてはどのような考

え方でしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 今、御発言のとおり、

まず、チャレンジクラスというところは、居場所

の要素というよりか、学びの場の要素が強いかと

思います。６割以上というところ、確かにハード

ルは高いのかなとは思うのですけれども、そうい

った場所であるというところも、生徒であるとか

保護者の方にも丁寧に御説明をさせていただいて、

長期で不登校になっているお子さんとか、なかな

かまだ外出できないお子さんにつきましては、

様々、区の支援メニューも御用意しておりますの
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でそういったところをステップアップにして、チ

ャレンジクラスにつながるような支援というもの

も考えていきたいなと思います。 

○水野あゆみ委員 そもそも、６割がた通級できる

ようにというのは、６割というのは都が示してい

る要件でしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 都のガイドライン上で、

体験期間中で６割以上参加しているというところ

が明記されております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。 

  他校の生徒がチャレンジクラスに入級を希望す

る場合、チャレンジクラスの設置校に転校の手続

をしなければならないということですが、転校し

た場合、チャレンジクラスにおける担任とか、そ

ういった者が就くという感覚でよろしいでしょう

か。 

○教育指導課長 １年生、２年生、３年生、学年ご

とに教員がしっかり就いて、個別の面談をしたり

とか、担任業務をしっかり行いながら進めていく

という形になります。 

  以上です。 

○水野あゆみ委員 そもそも不登校傾向の子どもた

ちへの支援ですので、途中で通級できなくなる場

合もあるのかなと思います。そういった場合に、

入級審査、６割がた通級できなくなった場合には、

退級審査を行って退級させられちゃうということ

が書かれているのですね。これすごい大きなこと

だなと思うのですけれども、江戸川区での取組は

６割がた通えてない子は退級してもらっていると

いうことですが、当区についてはどのように考え

ているのでしょうか。 

○教育指導課長 原則はこのように書いております

が、できるだけ通っていただくように、例えば不

登校のお子さんたちの出席がなかなか厳しいとな

ってきたときには、家庭訪問したりですとか、何

か手を打ちながら、急に切るということではなく

て、いろいろな手を講じながらなるべく通ってき

ていただくと。それでもどうしても例えば部屋が

出られないとかということであれば、その時は判

断せざるを得ないのかなと思いますが、なるべく

助けるような形で支援をしていきたいなと考えて

ございます。 

○不登校施策推進担当課長 オンライン事業という

ところの取組というところもできるかと思います

ので、そういったところで生徒の心の負担といい

ますか、軽減させたりですとか、あとは授業時数

自体が担当の先生方も一般の通常クラスで減ると

いうところもあるので、そういったところの中で、

やはり家庭訪問ですとか、保護者の支援というと

ころも積極的にできるような取組というところも

していきたいなと考えております。 

○水野あゆみ委員 オンライン利用とかも、本当に

出られなくなった子へのそういった支援もお願い

したいと思います。 

  年度途中で退級してもらうということはないと

は思うのですけれども、せめて１学年に入ったら

１学年は全うさせてあげるとか、そういったこと

は大きく考えていただければなと思います。 

  また、退級することになった場合、チャレンジ

設置校に転校しているわけですから、どこかの普

通教室のクラスとかに在籍することになるのかな

と思うのですが、ここはどのような考え方なので

しょうか。 

○不登校施策推進担当課長 様々なケースが考えら

れるかと思います。もともと設置校に通われてい

てチャレンジクラスに行かれた方については、設

置校の通常級に戻るケースもあるかと思います。

状況によって、例えば今回転校されて、元の在籍

校というところにも所定の手続を経て戻るという

ところも、他区の状況、運用を確認しているとこ

ろでは把握をしているところでございます。 

○水野あゆみ委員 何が大事かというと、やはり在

籍校から転校して、またチャレンジクラスの担任、

学年主任、学年担任が付いた場合に、そこを退級
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させられてしまった場合、誰が不登校になってし

まっている生徒や保護者を支援していけるのかな

というところで、そこはしっかり明確にしていっ

ていただかないと放ったらかしになってしまうの

かなと思うので、そこのところをしっかり取り組

んでいただきたいなと思います。 

  今は明確な答弁はまだ出ないとは思うのですけ

れども、そこの仕組みをしっかりお願いしたいと

思います。 

  あすテップも当区には２校ございますが、こち

らについても継続性というのはどのように考えて

いるのでしょうか。先ほど、チャレンジクラスは

正規職員が配置されるので、金額的なメリット、

運用面もメリットがあるということでございます。

あすテップの方は、教員はＯＢ職員であったり、

また、会計年度職員を雇っているということです

ので、こういったところでどのように今後継続性

というところでは考えているのか伺います。 

○不登校施策推進担当課長 あすテップができた当

初から、区の状況も様々変わってきているかと思

います。ＳＳＲができたりですとか、東京みらい

中学校ができたりというところもございますので、

あすテップにつきましては、改めて効果検証とい

うものをさせていただいた上で今後の在り方につ

いては検討してまいりたいと考えております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。あすテップは６

割出席しなきゃいけないとかいう要件もございま

せんので、本当に門戸を多く開けているのかなと

思いますので、拙速に閉鎖するとか併級するとい

うことはしないでいただきたいなとは思いますけ

れども、既にチャレンジクラスを設置している８

区ございますので、視察だとか課題を聞いてきて

いただいて、改善点なども共有しながら、来年度

に向けてしっかり進めていっていただきたいなと

思います。 

  以上です。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

○長谷川たかこ委員 今のお話で懸念事項があった

のですけれども、あすテップとか、やっぱり不登

校支援というのは様々なメニューがあった方がい

いと思うので、是非私の方からも、既存の事業に

ついては継続性を持たせていただきたいと強く要

望させていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

○しぶや竜一委員 やっぱり今回の大きな違いとい

うところで、先ほどから説明を受けておりますけ

れども、都の正規教員の加配の教員の配置という

ところで、そもそもになっちゃうのですけれども、

今までの教職員のＯＢとか会計の管理職員の方々

との大きな違いというのは、特段何かあるのかな

というところで、そこだけお聞きしたいなと思っ

たのですけれども。 

○教育指導課長 違いといいますと、正規で東京都

に雇われている教員が教科の指導をできるという

ことが大きな違いだと思います。特に４名から６

名の配置があるということであれば、教科の専門

的な指導を計画して実施ができるというところが

大きな違いだと考えてございます。 

○しぶや竜一委員 分かりました。ありがとうござ

います。そういったのを聞いたのも、やっぱり配

置する職員次第だなというところは多分皆さんも

同じ気持ちなのかなと思いますけれども、そこで

区が管理している職員の方々ではないというとこ

ろで、そこはちゃんとしっかりと連携は取ってく

ださるとは思うのですけれども、やっぱりそうい

ったところの設置していくところで不安が少しあ

ったので、そういったところはこれからちょっと

ずつフォローしていっていただきたいなと思いま

す。 

  また、その中で江戸川区と杉並区の高井戸でし

たっけ、そういったところでも今設置されていて、

それぞれおおむね６割とか、入級のところで都の

示している１か月３０日以上の出席とか★★とい

うたしか条件があったと思うのですけれども、そ
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ういったところで、教員の方々に対しての、今江

戸川区とか杉並区でやっている負担とかというと

ころも少し一方で考えなきゃいけないなと思った

ときに、そういった教員の方々からの声というの

は、今どういった声を聞いているのか、江戸川区

とか杉並区の視察されていたところで、実際にリ

アルな声です、リアルな声というのは、どういっ

た声を聞いたのかなというところは知りたいとこ

ろではあったのですけれども、いかがですか。 

○教育指導部長 校長の話なんかも聞いたのですけ

れども、やはり通常級の受け持つ教員と、チャレ

ンジクラスを受け持つ教員とでやっぱり業務量の

不公平感が生じないようにとか、そういう配慮は

しているようで、チャレンジクラスについては 1

年交代で担任を回している。１年やったらまた通

常級に戻るということを配慮しているという話は

聞いてまいりました。 

○しぶや竜一委員 分かりました。そういった配慮

をしてくださっているというところは、もちろん

連携を取っていっていただきたいなと思いますし、

やっぱりそういった教員の方々の負担というとこ

ろもメンタルケアとかストレスとかというのも、

そこは一緒に考えていかなければいけないのかな

と思ったので、その辺は都の教職員かもしれない

のですけれども、先ほど申したように区からも何

かサポートなど、またそこでメンタルをかかって

子どもたちに当てられてしまってもというところ

もゼロではないのかなと思いますので、そういっ

たところの配慮も是非ともよろしくお願いしたい

と思います。 

○石毛かずあき委員長 要望でよろしいですね。 

  他に質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派から意見を求めます。 

○鹿浜昭委員 ２件とも継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員 ２件とも継続でお願いします。 

○中島こういちろう委員 ２件とも継続でお願いし

ます。 

○長谷川たかこ委員 ２件とも採択でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、これより採決を

行います。 

  本件は継続審査とすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員長 賛成多数であります。よっ

て、継続審査と決定をいたしました。 

  次に、（４）６受理番号２ 子どもたちの笑顔

を増やし、先生たちが元気になる解決策を求める

陳情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査でありました。 

  最初に、追加署名の提出がありましたので、区

議会事務局次長から報告をお願いいたします。 

○区議会事務局次長 ６受理番号２の陳情につきま

しては、１１月１１日付で５２名の追加署名の提

出があり、合計で５，７２５名になりましたので

御報告いたします。 

○石毛かずあき委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から意見を求めます。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員 継続でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 前回と同様、採択でお願いし

ます。 

○石毛かずあき委員長 それでは、これより採決を

いたします。 

  本件は継続審査とすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員長 賛成多数であります。よっ

て、継続審査と決定をいたしました。 
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  次に、（５）６受理番号４ 足立区行政主導ペ

アレント・メンター事業のさらなる展開を求める

請願を単独議題といたします。 

  前回は継続審査でありました。 

  執行機関は何か変化はございますか。 

○支援管理課長 現在、特段変化はございません。 

  それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○長谷川たかこ委員 以前、前所長とお話ししたと

きには、請願の３番とかですよね、専門家・大学

連携を行ってセミナー、シンポジウムをやって、

そこからいろいろと広げていったらいいのではな

いかというようなお話、当事者の方とも執行機関

の所長もお話しされていて、これ当事者の方から

出された経緯もあるのですけれども、区としての

思いはいかがですか。 

○支援管理課長 ペアレント・メンター事業は件数

増えてますので、大変貴重な重要な事業と考えて

おります。セミナー等必要なことと考えておりま

すが、今アウトリーチ事業等を進めさせていただ

いているところですので、そちらの動向、モデル

というか、結果を見ながら進めさせていただけた

らなと思っております。 

○長谷川たかこ委員 となりますと、請願項目の１

はもうクリアして、今度２に来ているというとこ

ろですね。この内容は執行機関の方々の思いも詰

まった内容でもあり、当事者の方だけではなくて、

そちらサイドの執行機関の方の思いも入っている

内容をきちんとみんなでどう進めていったら本当

により効率的な効果のあるものが出来上がるかと

いうところで、何回も会議を積み重ねて、これで

もかというぐらい積み重ねた上での当事者の方か

らの御要望という形でこの請願も出ておりますの

で、今１と２までは来ている段階で、あとは３と

４ですね、というところも、是非どんどん駆け足

でいっていただきたいと思っておりますので、要

望です、年内できれば４まで進めていただきたい

と思います。意気込みいかがでしょうか。 

○支援管理課長 現状は見させていただきまして、

現状の中でも検討しながら進めさせていただきた

いと思っております。 

  以上です。 

○長谷川たかこ委員 ３とか、お金かかることでは

ないですよね、ここに書いてあることは。３、４

とかって。だから是非、これは本当に皆様の思い

でもございますので、お金も掛からないし、すぐ

にやろうと思えばできることですので、検討を早

くに進めていただきたいなと思っております。 

  今年度内、だから来年の３月ぐらいまでにセミ

ナーとかシンポジウムとか是非やっていただきた

いと思います。 

○石毛かずあき委員長 要望でよろしいですか。 

○支援管理課長 努力させていただきます。 

○長谷川たかこ委員 よろしくお願いいたします。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑ございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から意見を求めます。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員 継続でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、これより採決を

いたします。 

  本件は継続審査とすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定をいたしました。 

  次に、（６）６受理番号１０ 学校の断熱改修

について早急な対応を求める陳情を単独議題とい

たします。 

  前回は継続審査でありました。 

  また、報告事項（５）学校の暑さ対策における
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小・中学校普通教室の温度測定の結果について、

（６）学校の暑さ対策における小・中学校最上階

普通教室への遮熱カーテン・ロールスクリーン設

置に伴う効果検証結果についてが本陳情と関連し

ておりますので、併せて執行機関に説明を求めま

す。 

○学校運営部長 恐れ入ります、お手元の文教委員

会報告資料の２１ページをお開きください。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  先般の文教委員会で断熱改修校と未改修校で、

教室の温度にどれだけ差異があるのか等を調査す

べきという御意見をいただきましたので、今回そ

の調査をさせていただいた報告となっております。 

  測定期間は記載のとおりでございます。 

  項番２番の測定条件として大きく５点、統一感

を出させていただきました。 

  測定は各階の普通教室１か所、測定する教室は

同じ向きで統一、エアコンやカーテンは通常どお

り使用しているような形で温度設定等の条件を付

けて温度測定をいたしました。 

  項番３番、測定結果の概要ですが、（１）から

（３）が事実の中身となりますけれども、上の方

の階ほど室温が高い傾向があるということがつか

めました。 

  また、（２）番で、断熱改修校と未改修校では

それほどの差が見られなかったということでござ

います。これは各教室のエアコンがそれなりに動

いていると温度はきちっと適正になるかなという

ことが確認が取れました。 

  また、期間中最も高かった日、９月８日ですけ

れども、このときに平均室温が２８度を超えるよ

うな学校については、全体小・中合わせて２５％、

４分の１が２８度を超えていたというようなこと

も結果として見えてまいりました。 

  今後の方針ですけれども、引き続き、改築や改

修等の断熱も進めていくとともに、この後御報告

をさせていただきますけれども、遮熱カーテンあ

るいはロールスクリーンのほか、様々取組を掛け

て、子どもたちの暑さ対策を取り組ませていただ

きたいと思っております。 

  ２２ページ以降が統計で集計データの詳細とな

っております。 

  項番５番の（１）番については、断熱改修校合

わせて３５校ですけれども、例えばアとして、外

気温３０度のときに、おおむね２５度から２７度

程度室温、朝も昼もそうですけれども、そのぐら

いの温度は保てているということが確認が取れま

した。 

  また、その下の方の（２）番のところが未改修

校のデータでございます。結果としては同様の中

身になっております。 

  ２３ページの（３）番として、これが先ほど御

案内した９月８日、一番暑かった日ですけれども、

外気温３４．５度という状況でしたけれども、平

均室温としては２６度から２７度から２８度も超

えた場合がありますけれども、やはり外気温が高

いと室温、エアコンの効きが悪くなって、室温を

下げる効果が下がってくるということも把握がで

きたところでございます。 

  ２４ページが、先ほど言った９月８日の未改修

校のデータがイとして記載をさせていただきまし

た。先ほど御報告した平均気温が２８度を超える

学校数については、ウとして記載をさせていただ

いております。 

  続きまして、２５ページの報告内容でございま

す。 

  件名、所管部課名、記載のとおりでございます

けれども、最上階の遮熱カーテン及びロールスク

リーンを設置したいということを今考えておりま

して、その効果の検証結果の報告となっておりま

す。 

  項番１番で、測定期間８月１５日から２５日で、

子どもたちがいない期間に測らせていただきまし

た。 
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  条件を設置なしの場合と遮熱カーテンを設置し

た教室、それから遮熱のロールスクリーンを設置

した教室ということで、３パターンを設定しまし

て、１４時時点の温度を測るということ、それか

ら同じ向きの教室を設定したということ、それか

ら、エアコンは効かせないで、窓・カーテンを閉

め切った状態で測ったというような結果が表に書

いてある内容になっております。 

  青井小から第四中まで、４校で検証結果を出さ

せていただきました。 

  温度測定の結果でございますけれども、ロール

スクリーンの方が遮熱カーテンよりも若干温度を

下げる効果があったということが分かりました。 

  それから青井小学校の教室Ｂ、教室Ｃのところ

はイレギュラー的なデータで、遮熱カーテンを入

れても温度があまり下がらなかったのですけれど

も、第四中においては温度が下がっているという

ようなことも把握ができたところでございます。 

  ２６ページの方で、今後の方針というのと、項

番５番で学校の子どもたちにアンケートを取った

結果を載せさせていただいております。 

  遮熱カーテンの方は１教室当たり１５万円、ロ

ールスクリーンの方が４５万円掛かるということ

で、費用はこういった形になっております。 

  最上階教室全て整えると、約５６０部屋ぐらい

はあるということ、それからこのアンケートの結

果も若干説明を入れますけれども、アンケートの

結果と、こういった効果検証の中身、それから予

算等を含めて、できれば遮熱カーテンの方で最上

階に設置をしたいということを考えております。

令和８年度の早期に入れる関係で、どのように予

算取りをするか、あるいは契約をするかというの

を今、財政課と調整をさせていただいておるとこ

ろでございます。 

  項番５番については学校のアンケートを取らせ

ていただきました。項番７で、結果の方の詳細を

記載しておりますが、６番で結果の概要というこ

とで記載しております。 

  遮熱カーテン・ロールスクリーンともに暑さは

和らいだというような意見が８割を占めておりま

す。 

  また、カーテンの方は開けやすい、それから黒

板が見えやすくなったという意見があった一方、

ロールスクリーンは取っ手のところが壊れやすい

とか、スクリーンがちょっとさわると上にくるく

ると上がってしまうといった、使い勝手がカーテ

ンよりは少し劣るかなという意見をいただいたと

ころでございます。その詳細については項番の７

番で記載をさせていただいております。 

  私からは以上でございます。 

○石毛かずあき委員長 それでは、水野委員どうぞ。 

○水野あゆみ委員 幾つか質問します。 

  計測結果を見ますと、断熱改修をしている学校

と未改修の学校を比べて室温にあまり変わりがな

いということが私も驚いたのですが、これは区と

してはどのような認識でしょうか。 

○学校施設管理課長 やはりエアコンがしっかり効

いているからではないかと区としては考えてござ

います。 

○水野あゆみ委員 しっかり効いていると３２度以

上にはならないのかなと思ってしまうのですが、

この陳情の中でも大規模改修時にはしっかり断熱

改修してほしいという陳情が上がっているのです

が、今やってる断熱改修で意味があるのかどうか、

また、高い断熱性能を採用するようお願いすると

いうような陳情の御意見もあるのですが、これと

いうのはどのような考え方なのでしょうか。 

○学校施設管理課長 今回のデータで多少の数値は

ありましたけれども、若干やっぱり断熱改修校の

方が温度を下げる効果はあったと思います。 

  大規模改修時等には屋上の防水の際には断熱を

やったりですとか、試験的に今、中学校の方の最

上階のところの二重サッシにするといった改修工

事も今年度やりましたので、そういったところの
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様々な取組を通じて効果等の方は見ていきたいと

考えてございます。 

○学校運営部長 補足ですけれども、断熱を教室に

子どもたちがいる間は当然エアコンが効いて温度

が下がるのですけれども、断熱をしていないと、

子どもたちが帰った後に太陽の光が当たって、教

室が暑くなっちゃうのです。ですので、我々とし

ては断熱もきちっと入れて、夜、室温があまり上

がらないような状態にして、朝もエアコンが早め

に効くような状態というのを整備していきたいと

は考えているところでありまして、断熱の方は確

実に改修のときには入れる予定ですし、屋上の防

水工事等についても断熱を入れていきたいと思っ

ているところでございます。 

○水野あゆみ委員 皆さん御存じのとおり、当区は

大規模改修といっても、毎年何校もやる計画には

なっておりませんので、改修といっても、１０２

校あったらやってない学校だけでも何十年掛かる

か分からないわけですね。その間に酷暑日もずっ

と続いているわけなので、やっぱり大規模改修と

は言わずに、本当に窓に貼る遮熱のシートですと

か、又は様々なもの、二重サッシもそうですけれ

ども、そういったものもありますので、是非そう

いったところはしっかりと検討していっていただ

きたいなというところ、まず、要望ですけれども、

また、今回９月８日の外気温が３３．９度のとき

に最高室温３２度以上あったということで、３３．

９度で室温が３２度、ほとんどエアコン効いてな

いのかなと思ってしまうのですけれども、この辺

どうでしょうか。 

○学校施設管理課長 私ども数値のデータを見て、

やはり学校の方には幾つか聞き取り調査をさせて

いただきました。今回のデータで見て分かるとお

り、朝が気温がちょっと高くなっているなという

傾向がございます。それを聞いたところ、やはり

学校の先生が出勤してきて、エアコンのスイッチ

を入れるのが遅いとやっぱり冷えるまでには時間

が掛かる。今回なるべく学校の側には負担が掛か

らないようにということで、朝昼この時間帯に計

測していただきましたけれども、やっぱりそうい

った事情で、たまたま測るタイミングが、エアコ

ンの稼働、効くまでにどれぐらいのタイムラグが

あるかといったところで室温に差が出るといった

ところで、やっぱり学校としてもそういった事情

で朝、室温の高い傾向にあったということが一つ

あるのと、昼に室温が高い点につきましては、例

えば三、四時間目が体育ですと、当然節電のため

にエアコンのスイッチを切って、戻ってきてまた

付けたりする。測るタイミングのときにはまた冷

え切ってないですとか、実際、今回一番高かった

ところを聞いたところ、昼休み中で空気の入替え

のためにスイッチを切って窓を開けてましたとい

ったところといったお話も聞いてますので、実際、

しっかりと窓を閉めて、エアコンを一定程度稼働

させている部屋に関しては、やはりある程度冷え

た状態になっているということが確認できている

ところでございます。 

○水野あゆみ委員 そういった御意見もあるかもし

れないですけれども、私も学校公開など行ったと

きにも、三、四時間目になっても本当に暑くて、

効いてるのかなというぐらいのときもありますの

で、付けたタイミングというよりかは、やっぱり

本当に上階であったり、日の当たる場所というの

は危険なのかなと思います。 

  今回も９月に入ってからの計測であったので、

３５度を超える酷暑日では計測できていないです

ね。なので、どこまで本当は上がっているのかと

いうのは分からない状況ですが、こういったとこ

ろも考えると、本当にもっと危険な暑さの中で、

勉強しているのかな、授業を受けているのかなと

いうのは感じました。 

  私も区民の方から、小学 1年生の子どもですけ

れども、エアコンの効きが悪くて帰ってきたら熱

中症と思われる症状で嘔吐を繰り返してしまった、
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頭が痛いと言って、本当に保護者の方も心配され

ている状況があったのですが、それ夏の間ずっと

続くわけですよね。ですので、本当にこういった

ことはしっかりと早急な対応が必要なのだなと今

回の計測結果を見ても思ったわけでありますが、

遮熱カーテンとかロールスクリーン、大変効果が

あるというアンケートもございますので、しっか

り早急に付けていっていただきたいと思うのです

が、３０度を超える室温になったのは最上階の教

室だけだったのでしょうか。私は最上階だけに付

けるというよりかは、本当に計測して暑かった部

屋には全部に付けていただきたいと思っているの

ですが、この辺いかがでしょうか。 

○学校施設管理課長 先ほども室温が高い理由につ

きましては答弁させていただいたとおりですけれ

ども、本当にエアコンの効きが悪いという状況で

あれば、区の方に遠慮なく相談していただければ

すぐに対応させていただきますので、そういった

ところで設備面の対応をさせていただきます。 

  また、今回の調査の結果にも、やはり最上階は

暑い、上の方ほど暑いというところがありますの

で、まずは最上階のところにカーテンをできるだ

け早急に設置させていただいて、その後、その階

以降のところの暑さの状況なんかも見ながら、ほ

かのフロアも付けるか等は検討していきたいと考

えてございます。 

○水野あゆみ委員 まずはというのは分かるのです

けれども、本当に暑いクラスというのは計測して

見えてきているのであれば、一気にやってしまわ

ないと、待ったなしの暑さですので、そこはやる

のであれば、一気にやってしまった方が効率、コ

スパもいいのかなと思いますので、しっかりその

辺検討していただきたいと要望して終わります。 

○長谷川たかこ委員 遮熱カーテンとロールカーテ

ンですけれども、この内容を見ているとあまり遮

熱の意味合いが低いと思うのですけれども、いか

がでしょうか。 

○学校施設管理課長 確かにカーテンに比べるとロ

ールスクリーンの方が室温を下げる効果はあるの

かなと思いますけれども、遮熱カーテンの方も一

定程度下げる効果は見受けられるのかなと考えて

おります。 

○長谷川たかこ委員 言葉尻では遮熱カーテンにな

ってますけれども、我が家もカーテンとかロール

スクリーンとか付けて長年よく分かってます。主

婦もしているので。そうするとカーテンなんかは

二重にして厚手の生地を付けたカーテンの方がカ

ーテン自体ももちがいいですし、かなり遮熱効果

があって、ちょっと暗くなりますけれども、これ

だけのやっぱり暑さが例年続いている中で、子ど

もたちの体のことを考えると、少しここの予算を

付けて、二重の遮熱カーテン、きちんと徹底した

遮熱ができるカーテンを用いるべきだと思います

けれども、いかがですか。すごくこれ見てると、

遮熱カーテンという言葉尻だけで遮熱してるのか

な。でもこれ見ても、そんなに効果が高くないの

で、きちんとした遮熱カーテン、でもお金は掛か

るのですけれども、ただ、やっぱりダブルの生地

を使うことで表側の生地も劣化は遅くなるので、

一枚仕立てだと熱とかで劣化は早いですけれども、

二枚仕立てにすると、劣化は緩やかになるのです

よね。だからそういう部分で、きちんとした本当

に遮熱の機能を用いたカーテンを予算付けてやる

べきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○学校施設管理課長 長谷川委員おっしゃることも

分かります。こちらのカーテンの方はやっぱり世

田谷区でも導入をしているものを参考にさせて、

今回試験設置をさせていただいておりまして、二

重といいますと、二枚をつけるのかということに

なってしまうと、例えばレールの増設とかそうい

ったところも考えられてくるのかなと思うのです

けれども……。 

○長谷川たかこ委員 違います。二枚生地というこ

とで、くっつけちゃうのです。そういうものが。 
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○学校施設管理課長 今回それなりにやっぱり一定

効果があると区としては認識していますので、ま

ずはこちらの方を導入させていただいて、それ以

外の★★については、また様々な他の自治体の取

組も研究しながら検討していきたいなと思ってお

ります。 

○長谷川たかこ委員 でも検証結果で温度がそんな

に低くなってないという事実があるので、この数

値、事実をしっかりと見ていただいて、世田谷は

世田谷ですよね。世田谷がどうのと言っても、だ

って実際に数値がやっぱりそんな下がってないも

のを付けても、お金だけ使って意味がないので、

付けるのだったら、きちんと遮熱効果のあるもの

を付ける。カーテン屋にきちんとお話しすれば、

カーテン屋も専門業者ですから、そういうものを

お示しいただけると思いますので、検証し直すべ

きだと思います。いかがでしょうか。 

○学校施設管理課長 遮熱カーテンの方の、例えば

青井中学校では一部その差は見られたのですけれ

ども、第四中学校のところではやっぱり普通のカ

ーテンに比べて下げる効果は見受けられているの

で、一定程度、区としては効果があると思ってお

ります。 

○長谷川たかこ委員 再度きちんと効果あるものを

付けるべきなので、遮熱効果の高い、専門業者に

もう一度、世田谷の物を持ってくるとかではなく

て、足立区としてきちんと専門業者にお話をして

遮熱効果のあるカーテンを導入する、もう一回検

証してもいいと思うのです。モデル校１校を決め

て、それからやるで私は走り出してそれでいいと

思うのですけれども、暑い時期も終わりましたか

ら、丁寧に来年度きちんと効果のある効果の高い

カーテンを導入していただきたいと思います。 

○学校運営部長 今回お示しした資料の中身という

のは、遮熱カーテンあるいはロールスクリーンを

掛けたから温度が下がるということではなくて、

付けることによって１週間程度置いて、付けてな

い教室よりも温度が上がりが少ないというような

考え方で我々は捉えて効果があると言っていると

ころでございます。ですので、カーテン、ロール

スクリーンとも効果があって、なおかつ子どもた

ちの実際に使っていただいた中身でもかなり涼し

くなったというような御意見もいただいていると

いうことを踏まえて導入したいということ、それ

から素材については今、長谷川委員から御提案の

あった効果のあるものについては、今後業者の方

ともいろいろ情報をいただきながら整備していき

たいということと、できれば早めにとにかく整備

を掛けたいということ、来年の夏のときには何と

かカーテンを入れたいということを逆算すると、

そろそろ契約の準備に入っていくというようなこ

ともありますので、是非この形で進めさせていた

だきたいというのが私の考えでございます。 

○長谷川たかこ委員 私はカーテン結構好きで知識

はある方です。だからうちは二重カーテンできち

んと遮熱効果があるのですよ。だから分かるので

す。自宅できちんと専門業者に来ていただいて、

御説明もいただき、遮熱効果のあるものを我が家

は設置しているので、これは自信を持って言える

のですけれども、効果の低いものをつけたらもっ

たいないですよ。皆さんもったいないと言ってい

るじゃないですか。だからきちんと業者とお話を

して、専門家にお話をして、本当にそれが効果が

あるかどうか、だから専門的な見地から見て、本

当によりクオリティーの高いものを子どもたちの

学校に付けていただきたいと思うので、すぐにで

もやっていただきたいと思います。いかがでしょ

うか。 

○学校運営部長 先ほど二つ目に御答弁させていた

だきましたとおり、製品については当然効果のあ

るもの業者の方と情報を集めながら整備させてい

ただきたいと思っております。 

○長谷川たかこ委員 でも、それで効果あるもので

したと言って、一枚仕立てのやったら意味がない
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ので、そこの部分を是非次の文教委員会で業者、

専門家に聞いていただき、その回答いただきたい

と思います。いかがでしょうか。 

○学校施設管理課長 そこにつきまして聞き取りは

当然させていただきます。時期についてはまた少

し御相談させてください。 

○長谷川たかこ委員 だって今駆け足でやらないと

間に合わないとおっしゃっているわけですから、

来月の文教委員会までにその聞き取りをしっかり

していただいて、遮熱効果が高いカーテンはどう

いうものなのかということを委員会報告していた

だきたいと思います。 

○学校施設管理課長 その辺整理しまして御報告さ

せていただきたいと思います。 

○中島こういちろう委員 私からも１点だけ確認を

させていただきます。 

  今、長谷川委員からもお話ありました。私もこ

の内容だけ見ていると、何が効果があって、何が

効果がないのか正直分からないというのが現状か

なと思っています。 

  断熱改修校においても、結果的に断熱の改修を

していたけれども、1 度以上変化が見られなかっ

たという御報告をいただいていると。効果は結局

でもあったと先ほど部長おっしゃっていただいて

いると思うのですけれども、何をもって効果だっ

たと、まず、教育委員会として捉えているのかと

いうのを教えてください。 

○学校運営部長 断熱材の効果というのは先ほども

御答弁させていただきましたけれども、子どもた

ちが帰った後にエアコンを切ってしまって、その

後、温度が上がるのを、要は冷えた空気をそのま

ま保持できるというのが断熱の非常に大きなとこ

ろだと思っています。 

  非断熱のところは、そこが例えば今回もカーテ

ンとかスクリーンを入れないことによって太陽光

が入ってきて室温が上がってしまって、朝行くと

子どもたちが教室が暑いよねというのは、非常に

断熱している学校と断熱してない学校の差という

のの大きなところだと考えてます。 

  ですので、今回の結果については、エアコンの

効きがどうかというようなことはどちらかという

と、実際に子どもたちがいるときに室温がどうな

のかということの調査結果というようなことで考

えております。 

○中島こういちろう委員 であれば、そのデータは

やはり取っていただいた方がよかったのかなと思

います。というのが、今回私たち御提示いただい

ているのが、子どもたちがいるときの時間を取ら

れていて、これで断熱を必要だというのは私も同

じです。断熱の工事も必要ですし、カーテンも必

要だと思うのですけれども、この数値を持ってい

るだけで言うと、そこがやっぱり分かりにくいと

いうのが正直なところで、先ほどおっしゃってい

ただいた子どもたちがいないというときの数値と

いうものは何か出ているものがあるでしょうか。 

○学校施設管理課長 今回のカーテンやロールスク

リーンのときのように、不在のときに室温とかそ

ういったのを測ったデータは今のところございま

せん。 

○中島こういちろう委員 となると、今後いろいろ

改修していくときにそれも進めていくということ

を考えると、来年に向けて急いで進めなければい

けないというのは重々承知するのですけれども、

そういったところも取っていただかないと、やっ

ぱり今後費用が一定数掛かってくるものだと思い

ますので、お願いができればなと思いますし、カ

ーテンの話にしても、そのカーテンが長谷川委員

の言葉を借りると、１枚がいいのか２枚がいいの

かだったりとか、そういうやり方の部分も出てく

ると思うのですよね。時間を間に合わせたいとい

うお気持ちの部分とバランスを取りながら、是非

具体的にそこのところを整理いただかないと、や

っぱりこの数値だけだと正直何とも言いがたいと

いうところなのかなと思うのですが、いかがでし
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ょうか。 

○学校施設管理課長 様々、暑さ対策の取組は今後

もしていきたいと思います。その上で昨今の暑さ

というところで、対策というところはやっぱりし

ていきたいと考えてございますので、今回につき

ましてはこの手法でまずは取組をさせていただけ

ればと考えてございます。 

○中島こういちろう委員 手法は分かるのですけれ

ども、お伝えしているのは、多分どの委員も皆さ

んやっぱり暑さ対策必要だと思っていると。ただ、

この情報だけだと何とも判断しづらいというか、

是非なるべく早く進めてくださいと言いにくいと

いうのが、それぞれの委員が思ってらっしゃる可

能性があるなと私は思っているので、先ほどのカ

ーテンの作り方の話もそうですけれども、調査を

するのももう冬になってしまったので難しいとい

うのが本音のところだとは思うのですけれども、

ただ、カーテンだとしても、法人によってはこの

カーテンを設置するとどうだとかというちゃんと

したデータを基に議論ができればと思いますので、

そういったところも含めて御提示いただきたいな

と思いますが、要望でお願いいたします。 

○石毛かずあき委員長 要望でよろしいですか。 

○中島こういちろう委員 はい。 

○しぶや竜一委員 今、様々な委員の方々からもご

ざいましたけれども、やっぱり何々の見える化と

いうか、効果の検証というのは必要なのかなと私

どもも改めて感じた次第でございます。 

  そんな中で遮熱カーテンとロールスクリーンと

いうところで、今、大体ロールカーテンとか遮熱

カーテンというのが、ネットとかで調べると出る

のですけれども、大体５年から８年もつといわれ

ていて、ただ、ロールスクリーンだと、ここに書

いてあるように、自由意見でもあったように、例

えば子どもたちが引っ張って壊れやすいとかとい

うデメリットもある中で、区としては、今の学校

のもともと付いているカーテンとかもそうですけ

れども、大体どれぐらいの年度で替えていく、遮

熱カーテンとかもそうですけれども、大体の頻度

というのはどのぐらいの更新とか考えているのか

お聞きしたいのですけれども、いかがですか。１

０年ぐらい使うのか。 

○学校施設管理課長 カーテンをどれぐらいの頻度

で取り替えているのかといったところまで把握し

切れてございません。 

○しぶや竜一委員 そういったところは多分必要だ

と思うのですよね。予算掛かるものなので、そう

いったところもやっぱり更新していく遮熱カーテ

ンとかロールスクリーン、日を浴びるので、普通

のカーテンよりも多分劣化しやすいというのも特

徴の一つなのかなと思うので、そういったところ

もしっかりとデータを取っておかないと、例えば

３年で駄目でしたとか、４年で駄目でしたとなる

と、またその分１５万円、４５万円という費用が

掛かるわけですから、そういったところもしっか

りと調査をしてやるのは普通なのかなと思うので

すけれども、その点いかがですか。 

○学校施設管理課長 今しぶや委員御意見いただき

ましたとおり、そういったところをしっかりと見

定めながら適切に対応していきたいと考えてござ

います。 

○しぶや竜一委員 是非とも子どもたち、自分の小

学生の時代もそうでしたけれども、やっぱりカー

テン壊れるとかはよくあることだと思いますので、

そういったところの追っての予算であったりとか

もしっかりとそこは最初から把握した上で、そこ

も盛り込んだ上での展開というか施策を進めてい

っていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○長谷川たかこ委員 参考までに、うちのカーテン

は二重仕立てですけれども、それは今数えたら３

０年はもってます。３０年ちゃんと裏は分厚い生

地ので、表の生地も付けてセットで３０年はきれ

いにもっているので、だから二重仕立てでも、や
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っぱり生地のよしあしもあるのですけれども、き

ちんとした裏生地、ちょっと厚めのものを用意す

れば、本当に表の生地は経年劣化でポロポロにな

るということはないので、そうすると費用面を考

えると、お安くなると思うのですね。夏は涼しい、

冬は暖かいですよ。だからそういうところでの電

気代の節約にもなりますから、いいことはたくさ

んあるので、是非専門業者に本当に来月までに聞

いていただき、その御回答を１２月の文教委員会

でいただきたいと思います。 

○石毛かずあき委員長 要望でよろしいですね。 

○長谷川たかこ委員 はい。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見を求めます。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員 しっかり効果のあるものを検証

して実施をしていただきたいと思います。先ほど

の断熱効果のあるものについては。継続でお願い

します。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 議論を深めていきたいと思い

ますので、継続でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、本件は継続審査

とすることに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 御異議なしと認め、継続審

査と決定をいたしました。 

  次に、（７）受理番号５ 足立区の学校図書館

の充実を求める陳情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  最初に、追加署名の提出がありましたので、区

議会事務局次長から報告をお願いいたします。 

○区議会事務局次長 ６受理番号５の陳情につきま

しては、１１月１１日付で２９８名の追加署名の

提出があり、合計で９１７名になりましたので御

報告いたします。 

○石毛かずあき委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から意見を求めます。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員 継続でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 継続でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、本件は継続審査

とすることに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 御異議なしと認め、継続審

査と決定をいたしました。 

 

           ◇            

 

○石毛かずあき委員長 次に、所管事務の調査を議

題とします。 

  以下の審査に直接関係のない執行機関の退席を

認めます。 

[執行機関一部退席] 

○石毛かずあき委員長 それでは、（１）学校ＩＣ

Ｔに関する調査についてを単独議題といたします。 

  何か質疑等はありますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○石毛かずあき委員長 次に、報告事項を議題とい

たします。 

  （１）から（３）、以上３件を教育指導部長か

ら、また、（７）から（１１）、以上５件を学校

運営部長から報告を願います。 

○教育指導部長 報告資料の２ページをお開きくだ
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さい。 

  令和７年度足立区教育委員会の権限に属する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価について

御報告いたします。 

  これは法律に基づきまして教育委員会事務が点

検評価するものでございますけれども、施策の１

から５ありますが、これは教育振興ビジョンの柱

立てでございます。ローテーションで評価対象を

決めておりますけれども、今年度は施策の３番、

不登校等の施策を評価していただいております。 

  ビジョンで設定している指標に基づきまして、 

各所管が自己評価を行い、それを外部評価していた

だくという仕組みになっております。 

  今年度は施策の３について米川和雄准教授に評

価をお願いしていただきました。 

  達成状況ですけれども、おおむね目標どおり達

成できたというのが生活指標、活動指標ともに７

割程度の達成状況でございました。３ページに表

がありますが、全体の集計としてはＢプラスから

Ｃのところでとどまっているところでございます。 

  点検評価委員から主な意見をいただいたもの、

４ページに記載しております。全体評価といたし

ましては、基準がＡ評価をいただくには達成率ア

ップ１４０％以上とか、そういった基準になって

おりますので、なかなか高い評価を得にくいとこ

ろは改善すべきであるといった御指摘ですとか、

イのところに書いてあるとおり、単に指標の設定

を人員とか回数とかといった指標ではなくて、支

援の質を担保させるような仕組みにしていく必要

があるといった御指摘をいただいております。 

  また、今後の期待のアのところですけれども、

教員の働き方改革といった視点から見ると、他機

関と教員が連携していく時間の確保が難しい、そ

の困難さの御指摘をいただいているところでござ

います。 

  持続可能な事業運用という御提言ですけれども、

口頭で申し訳ありません、来年度に向けて実はこ

れに負担軽減に掛かるところで、部活動の外部化

を今考えているところです。当初予算でと思って

いたのですが、事業者の選定を早めていく必要が

あるということから、第４回定例会で債務負担に

なりますけれども補正予算を計上させていただき

まして、業者選定に向けた準備を進めていきたい

と考えているところでございます。大体１０校程

度で３部活程度の部活に外部人材を派遣する仕組

みを導入できればと考えるところでございます。 

  続きまして、５ページになります。 

  令和７年度の足立区学力定着に関する総合調査

の調査結果のうちの学習調査部分についての御報

告になります。 

  項番２になりますが、学びに向かう力の学習に

関する自己調整のところは、ある程度子ども主体

の授業転換を進めてきた効果が一定程度定着しつ

つあるので、この精度を高めていく必要があると

いった考察を記載しております。 

  また、６ページの粘り強さ、上のグラフです、

粘り強さのところでは、小・中ともに７０％前後

で推移しておりますので、自己の課題を追求し、

学習の成果を自己認知できるように更にここら辺

を高めていきたいといった考察になっております。 

  また、（２）の学習の基盤となるシステム能力

の、特に言語能力につきましては、協働的な学び

を通して自らの考えを述べるですとか、他者の意

見を聞くといった活動場面が多く設定してきたこ

との効果が表れているのかなと捉えております。 

  最後に、情報活用能力、Ｐ７ですけれども、こ

ちらが小学校は上がり傾向ということでタブレッ

ト等を使った探求的な学びの成果が出ている一方

で、中学校では下がっておりますので、このあた

り、まだまだタブレット等活用しながら足立スタ

ンダードの授業を推進していく必要があると捉え

ております。 

  今後の対応でございますけれども、学びに向か

う力については、学校経営計画の柱の一つに授業



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １８  

 

の充実を位置付けると。その中で子ども主体の授

業への転換というのを記載するように促していき

たいと考えております。 

  また、学習の基盤となる資質能力の、特に情報

活用能力につきましては、特に中学校を中心とし

てになりますが、タブレット端末や学校図書館の

利活用、このあたりを意図的・経過的に設定して

いくようにしてまいりたいと考えております。 

  ９ページ以降が各主な設問の経年の推移を記載

しております。 

  続きまして、１５ページをお開きください。 

  追加報告になりますが、いじめ対策に係る教育

委員会附属機関の改編についての御報告になりま

す。 

  足立区では、項番２の現行のところに記載して

いるとおり、足立区いじめ等問題対策委員会とい

うのが附属機関としてありまして、ここで区への

助言をいただいたりですとか、いじめ重大事態が

発生したら調査をしていただくというような立て

付けになっておりますけれども、昨年８月に文科

省が改訂したいじめ重大事態の調査に関するガイ

ドラインの趣旨を踏まえますと、調査委員会は極

めて第三者性が求められるといったことが大切で

あるという趣旨になっておりますので、これを踏

まえまして、今後、改編後になりますが、問題対

策委員会はあくまで助言にとどめていただいて、

新たに新設として足立区教育委員会いじめ重大事

態等調査委員会というのを設置して、こちらに重

大事態の調査は専門で扱っていただくということ

で考えております。 

  設置につきまして条例設置になりますけれども、

委員会としては常設になりますが、委員は第三者

性を確保するために、案件の都度、選任していく

といったことで、基本的には一度関わっていただ

いた委員についてはそこで対応していただいて、

別の事案は別の委員にお願いするといった構成で

考えております。弁護士等、各職能団体に委員の

推薦を掛けていきたいと思っております。 

  １６ページ、今後の方針になりますけれども、

第４回定例会で設置条例の議案として提出させて

いただきまして、可決いただきましたら、１月以

降、調査委員会を発足させる予定でございます。 

  現時点でここに掛けていく可能性がある案件は

今２件あるという状況でございます。 

  私からは以上です。 

○学校運営部長 恐れ入ります、引き続き、文教委

員会報告資料の２９ページをお開きください。 

  件名は、竹の塚地区の適正規模・適正配置実施

計画案（第１版）策定についてでございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  先月、令和７年１０月に適正規模・適正配置の

ガイドラインを成案化させていただきまして、そ

れに基づいて竹の塚地区の個別の計画の案の今日

は御報告となります。 

  項番１番、計画の素案等については別添資料の

２と別添資料の３でそれぞれ付けさせていただい

ております。 

  概略といたしましては、項番２番、統合対象校

といたしまして、竹の塚中学校と渕江中学校を統

合するというような案になっております。 

  主なスケジュール、箱で記載をさせていただい

ておりますが、令和７年１１月というのが本日の

部分でございます。素案を報告させていただいた

後、町自連、それから学校関係の開かれや保護者

説明会等を開いて、内容の説明をさせていただい

た後、令和８年３月にいただいた御意見を踏まえ

て、より具体的な仮設校舎の位置ですとか、新校

をどちらに造るとか、そういったことをお示しし

た第２版というのを３月に報告させていただきた

いと思っております。 

  また、報告の後、今回と同様に、町会・自治会

連合会や学校関係のところに説明にお伺いさせて

いただければと思っております。 

  その後は最短のスケジュール感をお示しさせて
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いただいております。６月頃に両校の統合地域協

議会というのを立ち上げられればと思っておると

ころと、統合地域協議会の中で、この案で進めて

いきましょうというような承認をいただいた後に、

この計画を成案化していくというような形を取り

たいと思っております。こちらも最短のスケジュ

ールですけれども、令和１１年４月に学校統合し

て、仮校舎で学校運営した後、建物を建て替えた

上、令和１５年４月から新しい学校が建つという

ような流れを想定しているところでございます。 

  今後の方針として、引き続き、丁寧に地域、学

校関係者に説明しながら、統合地域協議会を設置

するということと成案化に向けて取り組んでいき

たいと思っております。 

  次は、３０ページになります。 

  こちらは令和７年度貧血小児生活習慣病予防の

検診の実施の関係でございます。 

  検診の目的、検診内容については、項番 1にて

記載のとおりでございます。 

  対象者は中学校２年生の全員と中学３年生、こ

れは昨年度、検診を受けたときに要医学的管理等

と判定されたお子様を対象としております。 

  小学生については、小学５年生を対象としてお

りますが、５年生については、肥満傾向ややせの

傾向があったお子さんについて、養護教諭から受

診勧奨を行うことをベースとしておりますので、

受診者の方が数としては少なくなるような中身に

なります。また、６年生については、昨年度、中

学生と同じように要医学的管理等を判定されたお

子さんを改めて検診を受けていただくことを予定

しております。 

  ３１日、健診日時、場所ですけれども、中学生

は各学校に実施する分には終わっておりますので、

追加健診の方を１５日に予定をしております。 

  小学生については、年明け 1月以降、３回ほど

会場の設置をさせていただいております。 

  生活習慣病予防の取組ということで、（１）か

ら（３）まで、事前の指導・事後指導、それから

出前教室、講演会、個別相談会等を実施する予定

を考えております。 

  続きまして、３４ページになります。 

  件名は、校外施設指定管理者評価結果について

でございます。 

  教育委員会の方で、鋸南自然の家と日光林間学

園、所管をしておりますので、それの昨年度の業

務について、校外施設の指定管理者の評価委員会

による評価を行ったので、その結果となります。 

  主な業務内容、それからについては記載のとお

り、指定管理者は、鋸南自然の家は株式会社フォ

レスト、日光林間学園は東京ケータリングという

ことで、昨年度、東京ケータリングの会社名が変

わりましたけれども、昨年は東京ケータリングと

いうことで今回評価の方を受けていただいており

ます。 

  指定管理料、評価対象期間、評価委員会の開催

等は記載のとおりでございます。 

  ６番、評価委員会の委員構成メンバーは記載の

６名にお願いをいたしました。 

  評価方法、３５ページの方ですが、評価方法も

記載のとおりでございます。 

  最終的な評価結果でございますが、鋸南自然の

家は、総合評価Ｂプラス、日光林間学園も総合評

価Ｂプラス、両方ともＢプラスということで評価

をいただいたところでございます。 

  １０番として今後の方針で、１１月下旬に区の

ホームページの方でこの内容を公表したいと思っ

ております。 

  ３６ページ以降は業務評価シートを付けさせて

いただいております。よろしくお願いします。 

  少し飛びますけれども、次は４６ページになり

ます。 

  件名は、朝の児童の滞留状況と今後の対応とい

うことで報告になります。 

  所管、部課名は記載のとおりでございます。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２０  

 

  小学校開門時間前の児童が学校に入らないで外

で滞留しているという状況を何か対策ができない

かということで、３月と６月に校長宛てのアンケ

ートを実施したところの結果報告でございます。 

  ６月の時点で、校門前で子どもたちが滞留して

いる学校数については、全６７校中１２校という

ことがアンケート結果で分かってまいりました。

３月のときよりも数の方は減ってきております。 

  開門までの待ち時間も記載をさせていただいて

おります。 

  先生方からは、朝開門に当たっては、教員の負

担増は避けてほしい、安全な管理体制の構築は学

校だと難しいということ、子どもたちの事故等の

責任の所在の規定を整備してほしいというような

意見をいただいたところでございます。 

  今後、教育委員会としましては、やはり校門の

前で滞留するのは交通事故等も想定されるので、

対応内容として第一段階、第二段階ということで、

まずは学校の敷地内に子どもたちを入ってもらう

ような対応をしたいというのを早急に進めたいと

思っております。現在１２校がその対応ができて

おりませんので、用務委託の中で開門時間等を開

けて、子どもたちを受け入れしたいというのが第

一段階というような中身になります。 

  第二段階、４７ページに記載しておりますけれ

ども、次は子どもたちの見守りをどうするかとい

うことで取組をしたいと思っております。現在、

業者の方にヒアリングしたところ、なかなか朝の

１時間弱の時間を人を張り付けるのは難しいとい

うようなことをいただいておりますので、人の手

配に関して、今後様々、シルバー人材センターも

含めてどういった対応ができるかというのを検討

を進めていきたいと思っているところでございま

す。 

  続きまして、４８ページをお開きください。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  現在、文部科学省の国の補助金で、地域と学校

の連携協働体制構築事業補助金というのが出てお

りまして、その補助の要件の方が改定されるとい

うような説明会がございました。 

  補助金、足立区が受け取っている中身が項番２

にあります１億８，５００万円余、補助金を頂い

ているというようなところでなっております。 

  どう変わったかというのが項番３番に記載をし

ております。今までは要件は大きく二つありまし

て、一つは自治体、事業の実施、足立区において

所管の学校にＣＳを導入していることというよう

な、かなり緩やかな条件でした。足立区では既に

１３校は導入しておりますので、要件１は今まで

クリアしていたのですが、改めて８年度について

は、所管学校の４０％以上でＣＳ、コミュニティ・

スクールを立ち上げ、導入していること、あるい

は３か年以内に４０％にする計画を有しているこ

とというような条件に変更になっております。 

  次の４９ページに要件の二つ目ということで、

地域学校協働活動推進員等を配置していることと

いうことで、足立区においては、生涯学習振興公

社の職員の方をここに充てているというような報

告で補助金対象としていただいたところでありま

すけれども、令和８年度以降については、推進員

を配置するのは一緒ですが、そこについて謝金等

の予算措置をすることというような条件が付いて

きたところでございます。 

  １億８，０００万円余の補助金ですので、何と

かこれを歳入として入れたいと思っておりますの

で、項番４番で今後の対応ということで記載をさ

せていただいております。今考えているのがこん

なことです。 

  要件１番をクリアするということで、（１）と

（２）、まずは４０％になるような計画をこれか

ら作っていくということと、（２）番、実際には

足立区においては開かれた学校づくり協議会、存

在しておりますので、そちらの役員会が４３校今

ございますので、こちらを中心にこの役員会が学
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校運営協議会に該当するというような立て付けに

変えたいというのが要件１をクリアする条件と今

考えております。 

  また、要件２番をクリアするために、（３）地

域ボランティアを１名以上この地域学校協働活動

推進員として配置して、謝金をお支払いするとい

うような立て付けをつくりたいと思っています。 

  ５番のスケジュール案ということで、①から④

まで、令和７年度のところで取組を記載させてい

ただいておりますが、①から③がいわゆる要件１

をクリアする条件、④が要件の２番をクリアする

条件ということで、スケジュール案をそれぞれ書

かせていただいたところでございます。 

  私から以上でございます。 

○石毛かずあき委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○長谷川たかこ委員 こないだの決算審議でもいじ

め防止対策推進法第２３条４項を踏まえたいじめ

についての措置の在り方について、いろいろと議

論をさせていただきました。 

  以前から辰沼小学校の元校長の仲野先生もこち

らに御足労いただき、本当にここ数年何回も教育

委員会の皆様とも議論をさせていただきまして、

先日はそのガイドラインに沿った形での調査する

側が教育委員会の方で、コンプライアンスとして

それはいかがなものかというような御発言もさせ

ていただいております。 

  その中で今回こういう形で附属機関の改編が行

われたということで、仲野先生にもお伝えしまし

た。とても喜んでいらっしゃったのですけれども、

今ある既存の重大事案が何件かあるかと思います

けれども、これは改編された暁にはそちらの重大

事案に当てはめて、すぐにでもやるということで

よろしいでしょうか。 

○教育指導課長 現在そこの資料にあるとおり、こ

れから第三者性を保ちながら、設置した委員会で

調査を行っていくという考えでございます。 

○長谷川たかこ委員 被害者側の方が前回、調査結

果報告書に対する所見とか、そういうもろもろな

詳細を聞いていなかったというような事例が入っ

ているのですけれども、以前から執行機関の皆様

に課題を幾つか御提示させていただいているので

すが、そこら辺は全て払拭するような形で進める

ということでよろしいでしょうか。 

○教育指導部長 今おっしゃっている案件について

は、当初は教育委員会と接点があった保護者の方

だったというところですが、一旦連絡が取れなく

なって、こちらからの状況もお伝えすることもで

きなくなったり、間に弁護士が入って弁護士を経

由してやり取りしたりということで、なかなか関

係の構築が難しかったという非常に個別的な案件

でございますけれども、今後は第三者委員会がき

っちりと調査をしていきますので、そこは御指摘

されているようなことはないと考えております。 

○長谷川たかこ委員 そのときにもお話しさせてい

ただきましたけれども、そのときの問題点という

のは学校が調査し、教育委員会が調査を指導して

いる、つまり調査される側のみで調査をしていて、

それはガイドラインに従っていないばかりか、コ

ンプライアンス上も問題ですよということは仲野

先生も指摘させていただいている点でもございま

すので、この改編というところで、私どもはとて

も期待をしているところですので、しっかりとこ

れに準じた形でやっていただき、課題解決に少し

でも導いていただきたいと思っておりますので。 

○教育指導部長 前回、当時の調査の在り方につい

ては、ガイドラインの中でも教育委員会主体型の

調査、又は第三者委員会型とか、並列で書かれて

いっておりますので、必ずしもガイドラインに反

するものではなかったのですが、今回改めてガイ

ドラインが改訂されて、より第三者性のところは

担保が必要といわれておりますので、そこにのっ

とった形での改編になります。第三者委員会に調

査を委託して、きちんと調査をしていく考えでご
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ざいます。 

○長谷川たかこ委員 了解しました。旧ガイドライ

ンというところで、そこがちょっと緩かったのか

なと思っているところです。今回、今、部長から

もお話ありましたように第三者性のところは担保

していただけるということですので、この改編後

については、私たちは期待をして静観させていた

だきたいと思っておりますので、しっかりとよろ

しくお願いいたします。 

○石毛かずあき委員長 よろしいですか。 

○水野あゆみ委員 私も校外施設指定管理者の評価

結果についてお伺いをします。 

  鋸南と日光の校外施設の件でありますけれども、

令和６年度、昨年度の評価ということですが、確

認ですが、鋸南は令和６年度中は全館ずっと休館

ではなくて、途中から休館になったということで

よかったですか。 

○学務課長 鋸南につきましては、今年度から休館

しておりますので、昨年度はフル実施をしており

ます。 

○水野あゆみ委員 分かりました。ここに書いてあ

った内容が令和６年度から３年間休館のためと、

３８ページのところに令和６年度は３年間休館と

なることから……、令和６年度からということで

はなくて、今年度休館になるから令和１０年度は

人員が減ったということを書かれていたのですね。

分かりました。 

  あと、３４ページにある鋸南自然の家の非精算、

日光林間学園の非精算ということで、９，３００

万円と６，６００万円余が記載されているのです

が、これというのは指定管理料でしょうか。お願

いします。 

○学務課長 指定管理料としてまとめてお支払いし

ているうちの例えば人件費であったり、本部経費

であったりというものがこちらの非精算に含まれ

ております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。今年度から休館

ということで、こういった非精算の部分は鋸南に

ついては掛かってこないという考え方ですか。 

  ②の要精算というところもどのようになるので

しょうか。 

○学務課長 鋸南につきましては、今休館はしてお

りますけれども、様々な施設を動かしておかない

と完全に壊れてしまったりということもあります

ので、委託として今実施をしております。 

  また、要精算の光熱水費等も引き続き電気代な

ど掛かっている状況でございます。 

○水野あゆみ委員 要精算の部分は令和６年度と変

わらないぐらい掛かっているということ、分かり

ました。 

○学務課長 光熱水費は掛かっているのですけれど

も、補助員賄い費などは、こちらの鋸南の方では

掛かっておりません。 

○水野あゆみ委員 分かりました。今現在、鋸南使

えてない分は、国立施設を使っているということ

ですが、そちらの方で区で何か負担している額と

いうのはあるのか。 

○学務課長 今、鋸南が休館していて、国立を使っ

ているに当たりまして、やはり補助員の賄い費で

すとか、国立の施設の使用料というのも発生して

おります。 

○水野あゆみ委員 ダブルで掛かっている部分もあ

るということですね。分かりました。ありがとう

ございます。確認でありました。 

  コミュニティ・スクール導入計画のところです

が、私も開かれた学校づくり協議会の委員ではあ

るので、本当に関心が高いのですが、今、一般会

員の方々はゆくゆく精査されていなくなるという

考え方ですかね。開かれの役員の方たちにＣＳを

務めてもらうという考えでしょうか。詳しく教え

ていただきたいです。 

○青少年課長 役員会のある協議会につきましてＣ

Ｓ化を図るものですので、メンバーの構成につき

ましては、各協議会、評議会の中で再度改めて検
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討していただく形になります。 

○水野あゆみ委員 すごい難しいなと思います。古

参の初期の方々を外すわけにもいかないでしょう

し、そういったことになると人数もどれぐらいな

のかなというのも思うのですが、そういった方た

ちを入れると、本当に高齢化していて、私も考え

ても７０歳過ぎ、８０歳オーバーの方々もいらっ

しゃるので、次世代につながっていくのかなとい

う、そういったところも懸念があるのですが、そ

ういった役員の考え方というのは本当に学校ごと

にということでしょうか。 

○青少年課長 基本的には学校ごとになろうかと思

いますが、古い方も知識、ノウハウもあるでしょ

うし、新しい方の意見も取り入れるというところ

もなりますので、各学校ごとにはなりますけれど

も、その辺の例えば、なかなか新しい意見が入ら

ないというような課題があるようであれば、それ

については検討してまいりたいと思います。 

○水野あゆみ委員 分かりました。学校任せにする

と、次世代の方々どうなるのかなという懸念もあ

りますので、しっかりその辺は要件としてでも示

していただければなということを要望させていた

だきます。 

  以上です。 

○くぼた美幸委員 黙っていようと思ったのですが、

こういう報告が上がったものですから、聞かざる

を得ないので。 

  ２９ページ、竹の塚地区の適正規模・適正配置、

まずお聞きしますけれども、なぜ竹の塚中学校と

渕江中学校を統合するのか、理由をお聞かせくだ

さい。 

○学校適正配置担当課長 資料でもお示ししておる

とおり、まず、竹の塚中学校、こちらにつきまし

ては学区域に住むお子さんの数を見ますと３学級

程度でございまして、今後も小規模状態が続くと

いう見込みでございます。 

  また、竹の塚中学校の小規模化をその地域でど

うにか解消していこうというところで、渕江中学

校が近くにございますので、そちらの状況を見な

がら、今回統合という形で２校を載せさせていた

だいているところでございます。 

○くぼた美幸委員 今の説明、それからこの資料の

２とか３とか全部見ましたけれども、ここに書い

てあるのは生徒数のことばっかり書いてある。平

成何年はこうだった、令和に入ってこうだった、

今こんな少なくなっちゃったよ。この地域は恐ら

く生徒数増えないね。だから今も説明あったけれ

ども、近くに渕江中学あるから一緒にしましょう

ね。この哲学でいいのか。学校には学校の文化が

あり、伝統があり、この学校でしか学べなかった

卒業生がたくさんいる。その人たちの思い、それ

からこの地域に住んでいる保護者たちの思い、ど

の辺までくみ取って今の計画を立てたのかお聞き

したい。 

○学校適正配置担当課長 ガイドラインの案の御説

明の際にも、各学校の開かれの方に伺わせていた

だいて御意見を賜ってございます。また、この計

画、これ第１版になりますけれども、こちらをも

って御説明に上がりますが、まだこれが確定した

ものではございません。この後御意見を賜って、

どちらの敷地に寄せるかですとか、そういったと

ころも細々御意見を賜って修正して、第２版でま

た改めてお示しをしていきたいと考えています。 

○くぼた美幸委員 どちらの敷地に寄せるかと、も

う決まっているような話じゃない。 

[「統合確定じゃない」と呼ぶ者あり] 

○くぼた美幸委員 だから私が聞いているのは、各

学校の今までの歴史と文化と伝統があるでしょう。

開かれ、開かれと一生懸命教育委員会は言うけれ

ども、例えば竹の塚中学の開かれの人たち何人に

しゃべって、何人に説明したの。 

○学校適正配置担当課長 竹の塚中学校ですと開か

れのメンバーが２９名いらっしゃいますので、そ

ちらの方がお集まりする場に伺わせていただいて
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御説明をさせていただいております。 

○くぼた美幸委員 その開かれの人は地域でどうい

う役職の人。 

○学校適正配置担当課長 町会長、自治会長、また、

ＰＴＡの会長ですね。ＰＴＡ会長も歴代の方が御

出席していただいているところに伺わせていただ

いております。 

○くぼた美幸委員 現役の生徒たち、それから卒業

生たち、その保護者たち、この人たちにはどうい

う説明されてますか。 

○学校適正配置担当課長 保護者の方につきまして

は、この第１版の資料を持ちまして御説明に丁寧

に上がっていきたいと考えてございます。 

○くぼた美幸委員 これから保護者に説明に行くと

いうことでいいですか。 

○学校適正配置担当課長 くぼた委員御発言のとお

りでございます。 

○くぼた美幸委員 どの辺のどういう人たち、何人

ぐらいに行こうと思っているの。 

○学校適正配置担当課長 範囲につきましては、保

護者説明会ということで学校と相談をしながらに

なりますけれども、中学校の学区域、また、その

下にぶら下がってくる小学校の学区域の方も今考

えているところでございます。 

○くぼた美幸委員 要はそこを丁寧に丁寧に聞いて

ほしいのですよ。私、地元なのでよく分かるのだ

けれども、大体の意見はこの前の報告あったとお

りですよ。ほぼほぼ、なぜですかという意見ばっ

かり。一部が、まあ、来るべきものが来たねとい

う。私もこの案は話ししましたけれども、子ども

たち３人とも竹の塚中学校です。よかったと思っ

ている。学校がちっちゃかったから。学校の先生

が自分の子どもの名前全部覚えてて、どの先生も

全部知ってた。そのよさがあるのだということが

一つと、伝統と文化があるのだということが一つ

と、竹中と渕江中では歴史と文化と伝統が違うの

だということ、まずそこを分かってもらいたいの

が一つと、あと保護者に説明すると言ってるけれ

ども、本当に丁寧に説明してくださいよ。丁寧に。

そして本当に保護者たちが、これだったら統合し

ていいね、新しい学校に生まれ変わるね、そして

竹の塚地域で新しい中学校ができるのだね。校舎

も新しくなるのだね。期待を持てるような計画に

するべきだし、それができないのだったらやっち

ゃだめだよ、部長。 

○学校運営部長 今くぼた委員の御発言のとおり、

各学校においては歴史もありますし、地域の皆さ

んに愛されてきている学校というのは私ども十分

理解をしているところでございます。 

  しかしながら、やはり子どもたちが少なくなっ

てきている状況の中で、このまま小規模化してい

く学校を存置していくというのはなかなか選択肢

としてないのかなと。子どもたちの教育環境を整

える、集団生活の中で社会性を培っていくという

ようなことが重要だと我々も考えております。 

  先ほど担当課長の方から保護者向けと言ってい

ますけれども、私ども保護者でなくても、説明し

てくれというような要請があればどんなところで

も御説明にお伺いしますので、是非お声掛けいた

だいて一人でも多く御理解いただけるように事業

の方を取り組んでいきたいと思っております。 

○くぼた美幸委員 そうは言っても、数が少なくな

ったからということが最大の理由になっちゃうだ

ろうから、そこはだから本当に丁寧に説明しても

らわないと失礼な話だ。数が少ないから一緒にし

ますよ。大きなお世話だよ、本当に、地元からす

ればという声が非常に届いているし、実はあさっ

て渕江町会・自治会連合会５０周年記念パーティ

ーがあるのだよ。袋だたきにさせられそうだよ。

だから本当に丁寧に地元の皆さんに説明をし尽く

し抜いて、その上で判断を是非していただきたい。

教育長。 

○教育長 今回の件は本当に地元の皆様方にとって

は寝耳に水のお話ですので、本当に丁寧なことを
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しっかりこちらでも説明していきたいと思います。

何度も何度も御質問については答えるような姿勢

で取り組んでまいりたいと考えております。 

○くぼた美幸委員 是非よろしくお願いします。 

  あと１点、昨日、足立区内の公立の中学校に通

っている２年生の男子生徒がいじめに遭っている

件があります。その保護者が話を聞いてほしいと

いうことで私のところに来ました。もちろんこの

件に関しては相手ある話なので、一方の話だけを

一方的に進めようとは思っておりません。しかし、

この保護者が来る手前で教育長に、この案件があ

るけれどもどうなっていますかということをお聞

きしたら、教育長から来た答えが二つ。一つは、

教育委員会としても動いてますと。担当がいて動

いてますというのが一つ。もう一つは、こういう

場で適正な言葉を使わなきゃいけないのだけれど

も、いじめというよりも裸にさせられて嫌なこと

をさせられた。こういう件で、これが何回もある。

でもこれは同意を得ているのですという言い方を

教育長私にしました。その下でその保護者と会っ

た。そしたら驚きました。全く違う。同意なんか

ない。いじめを受けている子は若干発達障害。言

うに言えない。いじめられているから言うに言え

ない。嫌だけれども付き合った、これが実態です。

その保護者が嘘をついているなんて私は到底思え

ない。教育長が私に報告した内容とは全く違う。

更には、教育委員会が動いていると言ったけれど

も、動いているどころか、その人昨日来てもらっ

たけれども初めてだよ。その保護者がその人を見

たのは。その人に何を僕が聞いたら、どう動いた

のですかと聞いたら、学校から電話もらいました。

これのどこが動いているのだ。報告が入った以上

は教育委員会が中に入って、要はこの保護者はそ

の学校の校長、また担任、そういう先生方に対し

て不信感しかない。 

  幸いなことにその子を守る子がいて、その子は

今普通教室に通っている。本当に幸いです。その

子を守ってくれる子がいるから何とか学校に行け

ている。この案件、一回しか聞きませんけれども、

教育委員会として責任を持ってしっかりと対応し

ていただきたい。教育長の決意を伺う。 

○教育長 くぼた委員からそのお話をいただきまし

て、正直、報告を受けた範囲でお伝えをした限り

でございますけれども、実際に事実関係はもっと

根深いものがあるということもお聞きしました。

ただ、そういった意味では、関係者の方から改め

て教育委員会も学校任せではなく、しっかりと事

実把握をした上で適切にどう対応するかというこ

とを考えていきたいと思っておりますので、改め

てこの状況につきましては、具体にも御説明をさ

せていただきたいと思っております。 

○鹿浜昭委員 今の件なんか本当に実態として★★、

本当に教育委員会がどこまで把握できているかと

いうのは重大なことなので、やっぱり問題という

か、現場をもっと知ってもらいたい。是非そこは

指導主事もいるので、その報告、報連相、しっか

り今後もやっていっていただきたい。 

  私も近隣の中学校の事件の話を聞いて、唖然と

したことが近々でありました。その話を知ってい

る人何人いるか分かりませんが、ここではその件

は控えさせてもらいますが、是非現場にいろいろ

な問題点あるので、それをやっぱり今後もアンテ

ナを張って対応していただきたいと１点要望させ

ていただきます。 

  私の方は、朝の児童の滞留状況と今後の対応に

ついて伺います。アンケートを３月と６月に取っ

たというのですが、２回取った理由を教えてくだ

さい。 

○青少年課長 年度が替わりまして、校長先生と学

校の体制が変わっているためでございます。 

○鹿浜昭委員 体制が、年度が替わってね。３月の

時点の報告済みということですけれども、何校あ

ったのか教えてください。 

○青少年課長 ３月のアンケートの時点では２１校
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で滞留が発生しておりました。 

○鹿浜昭委員 ２１校あって、６月で１２校に減っ

たというのはやっぱり区教委として指導したので

すか。 

○青少年課長 こちらから何か指導したというわけ

ではないですけれども、例えば学校の校長先生が

移動で代わられて、開門時間を変えたとか、そう

いったことが考えられます。 

○鹿浜昭委員 しなかった理由が逆に分からないの

だよね。校門外で子どもたちを待たせるというの

は、区教委として認めてるわけですか。 

○青少年課長 こちらの校門前での滞留は問題だと

認識しております。学校の方では、正規の登校時

間に登校させるという指導を従前から行っており

ますので、子どもたちだったり、家庭に対してこ

ちらの指導をしていただきながら、あとはこちら

のアンケート等を通じて、学校の開門時間を早め

た学校があるというところで、二つのアプローチ

で解消に向けて今取り組んでいるようなところで

ございます。 

○鹿浜昭委員 校門外で門を開けないで待たせると

いうのは、私はいかがなものか。当然、幼稚園・

保育園でも、保護者、家族の生活の基準、時間帯

は変わらないわけだよね。だから早く子どもたち

を学校に出す親御さんはいるわけです。だから一

生懸命その指導はしているのでしょうけれども、

ここに学校側の負担を掛けないでほしいというこ

とはあるけれども、主事辺りは早めに来ている学

校ほとんどだと思うのです。私も朝の挨拶運動に

行っているのだよね。７時半には大体開いていま

すよ。子どもたちも７時半前に来る子ってあんま

りいない。ですから、そこはしっかりとやっぱり

せめて校内に入れてあげることはするべきだった

のではないのかな。どうだろう。 

○青少年課長 鹿浜委員おっしゃるように、主事、

学校用務の方が早くいらっしゃってます。校門を

開けている学校も、先ほどの６７校のうちの２１

校以外はありますので、おおむねの学校は開けて

いるのですが、ただ開けた際に、学校側の教員の

体制ですね、校長先生ですとか教員の方々がいら

っしゃって、何かあったときに対応できればそれ

でやっていただいているのですが、業務時間前と

いうところもありますので、その対応が難しいと

いうところについては引き続き開門をしていない

というような状況でございます。なので、先ほど

申し上げた登校時間を守らせるというところと、

若干ですけれども、開門時間を早めるというとこ

ろで、この１２校についても若干解消に向かって

今、校数が減っているような、そんな状況でござ

います。 

○鹿浜昭委員 スクールゾーンは当然あるのだけれ

ども、やっぱり区教委としての考え方、門に入れ

てあげて、その後もどうするかというのは今後の

課題としてはいいけれども、スタート時点として

門を開けないというのは私はいかがなものかと思

うのだよね。その辺は区教委として統一見解で、

足立区でこういう方向でお願いしたいと要望を出

していただきたいと思うのですけれども、いかが

ですか。 

○学校運営部長 今、鹿浜委員から御発言のあった

とおり、やはり学校の敷地外で子どもたちを待た

せているというのは課題であると思っております。 

  先ほど、私の説明が足りなかったのかもしれな

いですけれども、体制としては用務の方で、時間

を開けて、子どもたちは少なくとも敷地の中には

入れるということを来年度からきっちり整備をさ

せていただきたいと思っています。 

  第二段階で、やはり見守りが学校現場の方は心

配なところがあるということを聞いてますので、

そちらについてはまたどんな形で、短時間なので

なかなか雇用ができなくて我々も今苦労している

ところですけれども、そのあたりどうやって解決

できるかというのをまた検討していきたいと。ま

ずは校門の中に子どもたちを入れて、外には出さ
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ないということに取り組んでいきたいと思ってい

ます。 

○鹿浜昭委員 来年度じゃなくても、本当に早急に

やってくださいよ、これ。それ約束してください。 

  それと放課後子ども教室の補助金の受給要件に

ついてということで、私も予算特別委員会、決算

特別委員会でよく、もう開かれは必要ない、役割

は終わったという話を何度もさせていただいてま

す。令和３年から１３校だよね、これね。そのと

きの約束も１年に１校は増やしていきますとずっ

と言っていたよね。どんな指導していたの。全然

増えてないじゃない。 

○青少年課長 コミュニティ・スクールのことです

よね。年度１校ということを目標にしておりまし

たけれども、各開かれた学校づくり協議会の方で

はＣＳ化ということで説明をしてまいりましたけ

れども、なかなか手が挙がらなかったというとこ

ろが事実でございます。 

○鹿浜昭委員 指導していた。基本的に定義として

コミュニティ・スクールは学校運営協議会を設置

した学校ですよね。足立区の場合は開かれがあっ

て、その上に学校運営協議会を設置して、それで

開かれ型ＣＳという形ですけれども、それでいい

ですか。 

○青少年課長 鹿浜委員おっしゃるとおりでござい

ます。 

○鹿浜昭委員 私も開かれ、ずっと小学校・中学校

やってきました。今の開かれの会長、平成１４年

から開かれ進んでいるかと思うのですけれども、

会長をずっとやっている人何人いるの。 

○青少年課長 ２０年以上会長をされている方４名

ということで把握しております。 

○鹿浜昭委員 ４名、随分減ったのだ。当初、本当

に初代会長がずっとやられていた、開かれの会長

を。やっぱりさっき水野委員からもあったけれど

も、もう体制が固まっちゃってるのですよ。そこ

で学校運営協議会を開いてつくってくださいと言

っても、私たちは開かれだけで十分ですというこ

とで、恐らく現場を知ってれば、そういう方向で

皆さんもうガードを張られてたと思うのだよね。 

  来年からこの４割をやっていくということにな

ると、４１校が必要になってくるのかな。１０２

校あるから、一気に２８校を増やすことはできな

いと思うのだよね。やはり私も１億８，５００万

円、この補助金がなくなっちゃうのも寂しいから

何とかしていかなくちゃならないと思うのですけ

れども、やっぱり成るべくして成ったと私は思う

のです。ある意味、文科省方針を足立区はしっか

り守ってなかったのだよ。開かれをやっているか

らいい、同じですという方向で、なぜＣＳをしっ

かりやっていけば、もっともっと補助金とかいろ

いろな方面で教育に関するメリットというのは相

当あったと思う。方向性が間違っていた。認識さ

れてますか。 

○青少年課長 これまで年度１校を目標ということ

で掲げてきました。その中で、協議会と学校の思

いが合致した学校から★★を設置するという手順

を大切にしていたということで、手挙げ方式とい

うことでやっていたというところで、校数が伸び

なかったというところで認識をしております。た

だ、強制的にやってしまうのも制度の形骸化につ

ながるというところもあったので、なかなか踏み

切れなかったところもあるのではないかと考えて

認識しております。 

○鹿浜昭委員 開かれをつくったのはよかったけれ

ども、ずるずるやってきて、文科省方針がコミュ

ニティ・スクールを設置してくださいという方向

であったにもかかわらず、うちは開かれがあるか

らいいですという感じで、これ何度もお話しさせ

てもらっているのだけれども、やっぱり一向に聞

いてもらえなかった。挙げ句の果て、今度補助金

がなくなる。要件満たさない。これ、大きな問題

だよ、教育委員会。しっかり認識していただきた

いと思うし、私も子どもたちのためにと私は思い
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強いので、やっぱりそこをメスを入れるの、本当

大変なことだと思いますよ。でももう入れざるを

得ないと思いますし、やっぱりここは本当に教育

委員会一丸となってこの解決をしっかりやってい

ってもらいたい。教育長、一言。 

○教育長 鹿浜委員からの御指摘で、やはり区とし

てＣＳの仕組みができた後の、開かれに頼ってし

まって次の段階に進めていなかったというのも、

私はそういう理解でおります。ですので、これを

機に、また改めて子どもたちにとっては、開かれ

でやっていただいていた様々な子どもたちのため

の事業もあります。そういったものをしっかり残

せるように、次の段階に行けるように、国の仕組

みをしっかりと足立区でも足立区なりの要素も入

れながら、そちらの方に移行していきたいと思っ

ています。これは今回、３年の計画を立てていき

ますが、その先、全校ということを目指してしっ

かりと取り組んでまいりたいと考えております。 

○鹿浜昭委員 ありがとう。国の方針ですよ、これ。

開かれは開かれで十分価値があったというのは認

識しています。もちろん委員１０年ぐらいやって

いたから、小学校、中学校。いいことをやってい

ただいているというのは認識持っている。でも、

お役御免というのは何回も話している。両方は無

理ですよ、地域も。開かれやってくれ、ＣＳ、コ

ミュニティ・スクールやってくれ、両方は無理。

ちょっと欲張り過ぎたのではないかなと思うし、

だからみんなもう拒否反応ですよ、地域。そこら

辺の認識をしっかり持ってもらって、今の教育長

のお話を私は是非進めていっていただきたい、そ

う思います。よろしくお願いします。 

○石毛かずあき委員長 よろしいですか。 

○しぶや竜一委員 先ほど鹿浜委員の方からは朝の

滞留のお話あったと思うのですけれども、私も以

前、文教委員会の場で述べさせていただいて、青

少年課長その時にいろいろと資料を御用意してく

ださったことに本当に心から感謝を申し上げます。

ありがとうございました。 

  また、その時も何も対応はしていないと、指導

はしていないというところはあったと思うのです

けれども、全くそういったことでもないのかなと

は先ほども皆さんの意見を聞いていて、減ったと

いうところで本当に大変うれしく思うのですけれ

ども、ただ、先ほども学校運営部長の方から来年

度というところの話があったと思うのですけれど

も、時間の短い・長いではなくて、やっぱり３０

分というのは、何人いるかというのは、１校とい

うところでしかもみんな何人いるかというのは

我々は分からないところではあるのですけれども、

やっぱりそこは真夏の時期もそうなのですけれど

も、これからまた寒くなってくる時期でもありま

すし、やっぱりそれで子どもたちが寒そうにして

いる姿というのは多分地域の人たちから見ても、

絶対に嫌な気持ちにしかならないことなのかなと

思うし、不安にさせちゃう気持ちにしかならない

と思いますので、是非ともそこはシルバー人材、

事務の方々ともそうだとは思うのですけれども、

その辺はしっかりと教育委員会の方がなかなか強

く言うということは難しいかもしれないのですけ

れども、やっぱり子どもたちを守るという観点か

ら、しっかりと強く教育委員会の方からも指導な

り、連携なり取っていただきたいと思うのですけ

れども、再度お伺いしたいと思います。いかがで

すか。 

○青少年課長 引き続き登校指導ですね、時間を守

るような指導と、あとは学校の先生の負担になら

ない範囲での開門時間を早くするというところで、

極力滞留については解消したいと考えております。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  また、先ほどくぼた副議長の方からも竹の塚地

区の適正規模のところの話がございました。私は

地元のことになっちゃうので、どうしても別添資

料の３のところで、やっぱり数字のところまで見
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させていただいて、地元の、以前も質問させてい

ただきました足立入谷小学校の人数のところです

けれども、今こうやって児童数の数字を見ると、

思い返せば５年生の１２人のときに、最初たしか

入学人数が９名ぐらいだったという話を聞いて、

地域の方々と、そしてまた私も含めて地元のほか

の区議会の議員たちとかと、もちろんその当時の

教育委員会の方々ともしっかりと話合いをした上

で、今後、足立区入谷小学校の運営であったり、

どう教育というか学校環境を整えていくのかとい

う話合いはしたのかなという思いが今いろいろ思

い返せば、こういった数字を見ると考えられて、

そしてまた、その次の年に１８人と２０人と増え

て、そのときに本当に地域の方々大変喜んでおら

れて、本当に覚えているのですけれども、ただま

たその後に１０人というところの今の２年生です

か、１０人というところになったときに、やっぱ

り地域の方々からもう一回助けてほしいという声

をいただいて、皆様とお話合いをさせていただき

ました。また更に、この１年生６人というところ

で、今、今日机上で自分来て、皆さんから配布さ

せていただいた受入れ可能人数を見たときに、足

立入谷小学校の受入れの今の人数が５人となって

いました。今教育長たちも参加していただいて、

こないだも鹿浜委員も参加してもらいましたけれ

ども、母校の入谷中学校の人数が少しずつ増えて

いて、周年行事がこないだありました。そのとき

におめでたい話と一方で、出るのは入谷小学校の

話題です。本当にこのままだと、今５人なのだけ

れども、しぶやさん、これゼロになっちゃうよと。

本当に学校として成り立たなくなっちゃうのだけ

れども、小規模は小規模でいいところがあるとか

そういう問題じゃないよねという声を地域の方々

から本当に苦痛な声を、今５周年でもそうですけ

れども、そういった場でも聞くぐらい、本当に今、

入谷地域の人たちは、何で入谷小学校だけはこん

な目に遭わなければいけないのだぐらいの気持ち

で、私たちに伝えていただいております。 

  改めてですけれども、やっぱり区としても、何

かやるには限界がきているのかなと思うのですけ

れども、今、区としての現状というか、把握とい

うか、どういう考えなのかを、入谷小学校の５人

の受入れ可能人数を多分見たとは思うのですけれ

ども、そういったことを見た上でどう感じている

のかをまずはお聞きしたいと思います。 

○教育長 昨日も教育委員会がありまして、その後

にそのまま部課長が残って足立入谷のことを検討

させていただきました。他区の成功事例とかそう

いった意見もいろいろありましたけれども、足立

の入谷小学校で何ができるかというところは、ま

だ案でしかないので、これをもうちょっと具体的

に煮詰めて、なかなかハード面というと時間が掛

かってしまうので、何かソフト的なところでなる

べく早く着手できるのは何かというところで、来

年のどこまでスタートできるか分からないですけ

れども、しっかりと今検討をしています。今後は

校長もはじめ、開かれの方の御意見とかもいろい

ろ聞きながら、何がいいのかということは考えて

いきたいと思っております。 

○しぶや竜一委員 分かりました。ありがとうござ

います。今そのハードの面とはなかなか時間が掛

かるとはおっしゃいますけれども、やっぱりソフ

トの面というところで、全く区の教育委員会の

方々がやってくれなかったとかではなくて、今ま

で本当にやってくださったからこそ、学校で朝御

飯であったりとか、和太鼓の発信であったり、ま

た英語のスクールであったりとか、本当にそうい

ったところで小規模なりの入谷小学校なりの魅力

というものを発信してきましたし、また、私自身

もつい最近、地区隊の方でイベントを地元でさせ

ていただいたときにも、入谷小学校のＰＴＡ会長

からそういったイベントを足立入谷小学校独自で

やりたいから、ＰＲにつなげていきたいから、そ

ういったところを紹介してほしいというところで、
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私もこないだ紹介をさせていただいたのですけれ

ども、本当に多分区の教育委員会の皆様が思って

いる以上に、入谷の地域の人たちはどんどん今危

機感を本当に覚えていて、より一層動いてくださ

っています。 

  また、そういったところで、区が何もしてくれ

ないとか、そういったことは一切言わないのです

けれども、今まで寄り添ってくれていたところは

あるのですけれども、やっぱりでも何か見える形

で区の方々が動いてくれないと不安になるのは当

然であって、入谷地域の今周年をいろいろ迎えて

いる上で、何で入谷中学校が人数がちゃんと増え

ているのに、足立入谷小学校だけがこうなってし

まうのか、それも見るからに少ないところに対し

て、一桁のところに対して、学校の保護者の方々

からも聞きましたけれども、そういったところで

出ているところに果たして行きたがる子どもたち

はそんなにいるのかなと考えたときに、なかなか

そうは思えないという親御さんたちの意見も聞い

ております。なので、今教育長おっしゃっていた

だいていましたけれども、やっぱり見える形で、

時間は掛かるという反面、本当に分かるのですけ

れども、今度の話合いとかでも是非とも顔を出し

ていただきたいですし、教育長自らでもお越しに

なっていただきたいですし、やっぱりそういった

寄り添った姿勢をまずは入谷の地域の方々に、ま

たこのタイミングで、本当に危機感を持って区も

動いているのだという姿勢を改めて見せていただ

きたいと思うのですけれども、再度いかがですか。 

○教育長 そういう機会がありましたら、私も足を

運ばせていただいて、直接いろいろ御意見を頂戴

したいと考えております。 

○中島こういちろう委員 私からも１点だけ。 

  先ほど鹿浜委員、しぶや委員からも質問がござ

いました朝の児童の滞留状況のところだけ質問を

いたします。 

  ２１校あったものが１２校に減っているという

お話がありました。２１校中１８校は１０人以上

の滞留があったという報告をいただいていました。

７月７日の文教委員会です。今は１０人以上滞留

がしている学校は何校になるのでしょうか。 

○青少年課長 ６月のアンケートについては滞留の

人数については確認していなかったので、その１

８校が何校になったのかについては把握をしてお

りません。 

○中島こういちろう委員 分かりました。では、ま

だ３分の２とかそれぐらいは、この率の比率でい

くと１０人以上が滞留している状況にあると。 

  先ほどからの答弁の中で気になる観点があって、

登校指導をしていくという御回答を何度かされて

いました。登校指導というのは、結局保護者側に

どうにかしろというのを学校側が求めていくとい

う話だと私は思うのですけれども、そもそも登校

時間を決めているのは各学校で決めているという、

そういう認識で間違いないでしょうか。 

○青少年課長 各学校での判断となっております。 

○中島こういちろう委員 そうすると、例えばこの

御報告でもありますけれども、８時１５分から登

校時間が決められているところもあれば、８時か

ら決められているところもあったりとか、いろい

ろあると。保護者の都合でどうしてもやっぱり都

心に働きに行かないといけない、そういったとき

にそれは学校がどんなに指導しても物理的に難し

いというケースが多いから、今、朝の児童の居場

所の問題というのがテーマになっていると思うの

ですけれども、そこの課題認識はいかがでしょう

か。 

○青少年課長 学校といろいろとヒアリングする中

では、例えば低学年であっても、鍵を掛けて一人

で登校するというところも、生活の指導としては

必要なのではないかというような声もあったりも

します。ですので、各校の考えにもよりますけれ

ども、それでも早く来てしまう家庭もあったりす

ると思いますので、そういったところについては
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開門時間を早めつつ、対応しつつというところで、

なるべくそういった滞留が発生しないようにとい

うことで二つのアプローチで今対応しているとこ

ろでございます。 

○中島こういちろう委員 なので、今のお話でいく

と、何度も確認ですけれども、どうにかできれば

親としてもしたいという話と、教育委員会として

はいろいろな学校の考え方もあると思うのですけ

れども、学校の開門時間に合わせるべきだと思っ

ているという認識で正しいですか。 

○青少年課長 地域によって様々だと思います。早

い子がいる学校もあれば、そうでない学校もある

と思いますので、それぞれの実情に応じてという

ところではございますが、滞留が発生するような

状況のときには開門を早めて、なるべく滞留をさ

せないというようなところで、学校等々とのまず

改善に向けて今検討・協議を進めているところで

ございます。 

○中島こうたろう委員 だとすると、今まで逆に指

導してこなかったのはなぜなのですかというとこ

ろですけれども、今までそれが課題だとして動い

ていて、私、ここのテーマに関しては、行動が遅

いのではないかなと思っていて、滞留したら、い

ろいろな考え方もあると。ただ、考え方は、地域

の保護者の方から届く声としては、やっぱり一人

でなかなか子どもを登校させるのが難しいから、

学校側が早く開けてほしいという声が多いと私は

認識をしているのですけれども、いろいろな考え

方があると教育委員会が捉えられていると。 

  ただ、捉えられている中で滞留がしたら問題だ

と。問題だという認識をしているのに、今まで指

導してこなかった、ここは何ででしょうかという

のがやっぱり私、分からないのですけれども。 

○青少年課長 この３月にアンケートを取りまして

そこで把握ができたというところで、そこからの

行動というところになります。 

○中島こういちろう委員 今１１月じゃないですか。

ここの期間、半年間、暑い夏休みありますけれど

も、ずっと放置していたというのは、これはまず

いのではないかなと思います。 

  先ほどしぶや委員からもお話ありましたけれど

も、来年に向けてというよりかは、やっぱりなる

べく少しでも早く対応していただくべき話だと思

いますし、指導を結局していただくのですか、し

ていただかないのですかというところでいくと、

していただくという認識でいいですか。 

○青少年課長 登校時間を学校の定めるところに来

てくださいと求めているところは、従前どおり、

学校のサイドでやっております。今始まったとこ

ろではございません。来年度から仕様書の方は変

更いたしますけれども、今２１校から１２校にな

りましたということで、この１２校についても各

校とヒアリングをさせていただいて、開門時間を

早める等の対応をしていただいてますので、限り

なくこの１２校も今減っているような状況で、こ

ちらについては改めて御報告させていただきたい

と思ってます。今改善傾向にあるというところだ

け御報告いたします。 

○中島こういちろう委員 改善傾向にあって指導し

ていただくという認識でいいですかね。しつこい

のですけれども、というのは、ずっとこの話を私

してるなと思っていて、実際のファクトを取った

のが３月取ってという話なのですけれども、やっ

ぱり何度も申し上げるとおり、そこのスピード感

を持っていただきたいというところですと、それ

御回答いただかなくてよくて、来年契約をしてい

くという話ですけれども、３年契約を３か年に分

けて三つのサイクルで順次契約を行っていくとい

うのは、この１２校は全部、今残ってるところは、

これが変わったら全部ゼロになる、そういう認識

でいいでしょうか。 

○青少年課長 開門時間を７時半以降にするという

ことでは対応ができます。ただ、最終的な開門時

間の判断は学校サイド、学校長側になりますので、
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そこについては学校長の理解を求めながらこれを

ゼロにしていくというところで働き掛けてまいり

ます。 

○中島こういちろう委員 となると、やっぱりそこ

のいろいろできやすい体制を教育委員会としては

取ると。学校側に協力をしていただくという話の

中で、やっぱりそこの部分の働き掛けを、旗振り

をしていただかないと進まないというのが私は課

題感としてあるのではないかなと思っています。 

  この第一段階がまずは校庭の中に入れるという

ところの課題認識、第二段階としては児童の見守

りの検討ということで、令和９年度から契約切替

えをめどにと言っているのですけれども、第一段

階は令和８年度、第二段階は令和９年度からと検

討を進めていくという話ですけれども、１年間お

いているというのは何か理由があるのですか。 

○青少年課長 この辺、人材委託会社もしくはシル

バー派遣の職員と話した中で、すぐには対応が難

しいよねというところはお話をいただいてますの

で、その辺の時間の差が出てきてしまうというと

ころでございます。 

○中島こういちろう委員 でも、例えば令和８年度、

来年契約したところは、３年間は契約は変わらな

いですか。変わるのですか。 

○青少年課長 こちらは学校用務の契約になります

ので、こちらについては３年間変わらないという

形です。 

○学校支援課長 基本的には用務の委託については

３年間変わらないのですけれども、もし用意がで

きれば、契約変更という形はできると思っていま

す。 

  今回の朝の居場所の開門についても、用務事業

者には個別に当たらせていただいて、鍵開けは各

委員から御発言あったように、早めに来ているの

でできます。ただ、人の手当ができませんという

ようなお答えをいただいておりますので、各事業

者も替わりますし、人の手当がどうやってできる

かとか、社会情勢の変化もあると思いますので、

契約の大元は３年間固定にはなっていますが、状

況に応じて契約変更は金額には反映しますけれど

も、可能だということで考えています。 

○中島こういちろう委員 是非お願いします。これ

は第一段階、第二段階あって、今の課題認識とし

ては第一段階ということで、まずそこを進めてい

るというのは認識をします。 

  ただ一方で、校庭の中に入っているからいいと

いうわけでは私はないと思っていて、先ほど安全

性の問題で言えば、確かに校庭の中に入れば安全

にはなる、交通事故のリスクは避けられるという

話ですけれども、実際に校庭の中で何もしないで

３０分とか２０分待っている子どもたちが多数発

生しているという事実もあると思ってます。そう

いう意味では、１年間いろいろな課題はあって、

費用の問題もいろいろ発生するというのは認識は

してますけれども、やっぱり第二段階のところに

関しても、積極的にいろいろ議論を進めていただ

く、早く検討いただく必要があると思うのですが、

いかがでしょうか。 

○青少年課長 まず、児童の安全面ということで第

一段階を進めさせていただきます。 

  第二段階については、他自治体でも取り組んで

いるところもあったりしますが、利用の数が極端

に少ないですとか、そういった様々な事情があり

ます。運営の事業者も様々ありますので、その辺

を研究しながら見てまいりたいと思います。 

○中島こういちろう委員 利用の数が少ないという

のはどこのデータを取っていらっしゃるかという

ところもあると思うのですけれども、幅広くいろ

いろなところでしながら、いろいろなところでや

っていると思います。そういったところの事実を

含めて、是非いろいろ調べていただきたいと思い

ます。要望でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 
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○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  以上で本日の案件は全て終了いたしました。 

  これをもって文教委員会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

午後３時４４分閉会 

 

 

 


